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東石井・天山地区電線共同溝 PFI事業 

事業契約書（案） 
 

 支出負担行為担当官 四国地方整備局長 平井 秀輝（以下「四国地方整備局」とい

う。）と【事業者の商号】（以下「事業者」という。）は、各々対等な立場における合

意に基づいて、東石井・天山地区電線共同溝 PFI事業契約約款（以下「約款」とい

う。）の定めるところにより、公正な事業契約を締結するものとする。 
 

（総則） 
第１条 四国地方整備局及び事業者双方は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しな

ければならない。 
 
（契約の大要） 
第２条 この契約の大要は、次のとおりとする。 

（１）事 業 名  東石井・天山地区電線共同溝 PFI事業  

（２）事 業 場 所  一般国道３３号 愛媛県松山市東石井２丁目から小坂５丁目間 

（３）事 業 期 間  契約締結日から平成４４年３月３１日まで 

          （引渡し予定日 平成３４年３月３１日） 

（４）契約代金額  金【○○○○○○○】円 

   （うち、取引に係る消費税及び地方消費税相当額【○○○○】円） 

 ただし、上記金額に、約款に定める方法による金利変更、物

価変動による増減額並びに当該額に係る消費税及び地方消費税

相当額による増減額を加算した額とし、その内訳金額は約款に

定めるところによる。 

（５）支払い方法  約款第６８条の定めるところによる。 

（６）契約保証金  約款第５２条及び第６７条に定めるところによる。 

 

上記の事業について、この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、四国地方整

備局及び事業者記名押印の上各々１部を保有する。 

  

 平成●年●月●日 

     （発注者） 

                              （住所）香川県高松市サンポート３－３３ 

                （氏名）支出負担行為担当官 

        四国地方整備局長 平 井 秀 輝  印 

     （事業者） 

                （住所） 

                （事業者名） 

（代表者名）         印 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

東石井・天山地区電線共同溝 PFI 事業 
 
 
 
 
 

事 業 契 約 約 款（案） 
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第１章  用語の定義 

 
（用語の定義） 

第１条 東石井・天山地区電線共同溝 PFI事業事業契約約款における用語の定義は、本

文中において特に明示されるものを除き、別紙２に記載する「用語の定義」において定

めるところによる。 
 

第２章  総則 

 
（総則） 

第２条 本契約は、四国地方整備局及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施す

るために必要な事項を定めることを目的とする。 

２ 四国地方整備局及び事業者は、事業契約書等に基づき、入札説明書等、要求水準

書等、事業者提案及び設計図書等に従い、日本国の法令等を遵守し、本契約を履行し

なければならない。 

３ 本契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾、確認、指示、質問、回答及び解

除は、書面により行わなければならない。ただし、四国地方整備局が不要と認めた場

合には、この限りではない。 

４ 本契約の履行に関して四国地方整備局及び事業者との間で用いる言語は、日本語

とする。 

５ 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 

６ 本契約の履行に関して四国地方整備局と事業者との間で用いる計量単位は、特別

の定めがある場合を除き、計量法（平成 4 年法律第 51 号）に定めるものとする。 

７ 本契約の履行に関する期間の定めについては、特別の定めがある場合を除き、民

法（明治 29 年法律第 89 号）及び商法（昭和 32 年法律第 48 号）の定めるところに

よるものとする。 

８ （【SPC を設立しない場合 】四国地方整備局は、本契約に基づくすべての行為を

代表企業に対して行うものとし、四国地方整備局が当該代表企業に対して行った本契

約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみな

し、また、事業者は、四国地方整備局に対して行う本契約に基づくすべての行為につ

いて当該代表企業を通じて行わなければならない。） 
 
（公共性及び事業の趣旨の尊重） 
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第３条 事業者は、本事業が公共施設の整備事業として、公共性を有することを十分理

解し、本事業の実施に当たり、その趣旨を尊重するものとする。 

２ 四国地方整備局及び事業者は、本事業の目的を十分理解し、本事業の実施に当た

り、その趣旨を尊重するものとする。 
 
（契約関係書類の適用関係） 

第４条 契約関係書類の記載内容に矛盾又は相違がある場合は、事業契約書等、基本協

定書、要求水準書等、入札説明書等、事業者提案及び設計図書等の順に優先して適用さ

れるものとする。 

２ 契約関係書類に疑義が生じた場合は、四国地方整備局及び事業者の間において協

議の上、その記載内容に関する事項を決定するものとする。 

３ 事業者提案及び要求水準書等の内容に差異がある場合は、事業者提案に記載され

た提案内容が要求水準書等に記載された要求水準を上回るときに限り、事業者提案が

優先して適用されるものとする。 
 
（事業費内訳書、工程表及び単価合意書） 

第５条 事業者は、本契約の締結後１４日以内に、事業契約書等に基づく事業費の内訳

書（以下「内訳書」という。）及び本契約の締結日から平成４４年３月３１日までの工

程表を作成し、四国地方整備局に提出しなければならない。 

２ 内訳書及び工程表は、四国地方整備局及び事業者を拘束するものではない。 

３ 四国地方整備局及び事業者は、内訳書の提出後、すみやかに、その内容について

協議し、単価合意書を締結するものとする。 

４ 単価合意書は、本契約書の他の条項において定める場合を除き、四国地方整備局

及び事業者を拘束するものではない。 
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第３章  本事業の大要 

 
（本事業の概要・事業範囲） 

第６条 本事業は、要求水準書に示すとおり、東石井・天山地区電線共同溝、道路、道

路付属物の施設（以下、これらを総称して「本施設」という。）を対象とする設計業務、

工事業務、維持管理業務及びこれらに付随し関連する一切の業務により構成する。 

２ 本施設は、本契約に定めるところにより、事業者から国土交通省（以下「国」と

いう。）に引き渡すものとする。 

３ 四国地方整備局は、事業者から本施設の引渡しを受けた後、本施設の行政上の管

理者としてこれを管理する。 

４ 本事業は、契約関係書類に従い、事業者が適正かつ確実に実施するものとし、四

国地方整備局は事業者による本事業の適正かつ確実な実施を確保するための措置を執

るものとする。 

５ 四国地方整備局は、本契約の定めに従い、事業者に対し、事業者が事業期間にわ

たり実施する業務に関して、事業者から提供されるサービスの対価に当該サービスの

対価に課される消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）を加えた額を支

払うものとする。 
 
（本事業の事業方式） 

第７条 本施設は、事業者により設計、工事された後、引渡しと同時にその所有権が国

に帰属し、以後、国が所有する。 

２ 事業者は、本契約に定めるところに従い、維持管理期間にわたり、維持管理対象

施設の維持管理業務を遂行するものとする。 

３ 本施設に備え付けの設備及び付属品等は、四国地方整備局及び事業者の間で別途

合意されない限り、国が所有するものとする。 
 
（事業者の資金調達） 

第８条 事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本事業の実施に必要な一切

の費用を負担し、本事業を実施するに当たり必要な資金調達を全て自己の責任において

行わなければならない。 

２ 四国地方整備局は、本契約に別段の定めがある場合を除き、事業者に対する保証、

出資、その他資金調達に対する財政上又は金融上の支援を行わない。 
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（事業期間） 

第９条 本事業の事業期間等は、次のとおりとする。 

本施設の完成・引渡し 平成３４年３月３１日 

事業完了       平成４４年３月３１日 
 
（法令等の遵守） 

第１０条 事業者は、本事業を実施するに当たり、関連する法令、条例等を遵守しな

ければならない。 
 

第４章  本施設の設計 

 
（本施設の設計） 

第１１条 事業者は、契約関係書類に基づき自己の費用及び責任で本施設を設計しな

ければならない。 
 
（設計の第三者への委託） 

第１２条 事業者は、事前の四国地方整備局の書面による承諾を得た上で、本施設の

設計の全部又は一部を第三者（設計企業）に委託することができる。（ただし、事業者

が単独企業の場合は、本施設の設計の全部、又は設計図書において指定した主たる部分

を第三者に委託することはできない。） 

２ 事業者は、前項の規定に基づく委託を行う場合、当該委託の内容が確認できる契

約書の写しを速やかに四国地方整備局に提出しなければならない。 

３ 事業者は、第１項の規定に基づく委託に係る受託者の使用について、全ての責任

を負わなければならない。 

４ 第１項の規定に基づく委託に係る受託者の責めに帰すべき事由は、事業者の責め

に帰すべき事由とみなす。 
 
（設計に伴う事前調査） 

第１３条 事業者は、必要に応じて、契約関係書類に記載された事業場所における現

地踏査、試掘調査その他の関係する調査を実施しなければならない。 

２ 事業者は、前項の調査を実施する場合には、調査に着手する前に調査計画書を作

成し、四国地方整備局に提出しなければならない。 

３ 事業者は、事前の四国地方整備局への書面による承諾を得た上で、調査業務の全

部又は一部を第三者（設計企業）に委託することができる。（ただし、事業者が単独

企業の場合は、調査業務の全部を第三者に委託することはできない。） 

４ 事業者は、前項の規定に基づく委託を行う場合には、当該委託の内容が確認でき

る契約書の写しを速やかに四国地方整備局に提出しなければならない。 
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５ 事業者は、第３項の規定に基づく委託に係る受託者の使用について、全ての責任

を負わなければならない。 

６ 第３項の規定に基づく委託に係る受託者の責めに帰すべき事由は、事業者の責め

に帰すべき事由とみなす。 

７ 事業者は、調査業務及び調査結果に係る一切の責任及び費用を負担しなければな

らない。 

８ 事業者の事前調査の誤り又は過失に起因して四国地方整備局又は事業者に生じた

損害、損失又は費用は、事業者が負担するものとする。 
 
（設計に係る許認可及び届出） 

第１４条 事業者は、本施設の設計に関する本契約上の義務を履行するために必要な

一切の許認可の取得及び届出を自己の責任及び費用において行わなければならない。 

２ 四国地方整備局は、事業者からの要請があった場合、事業者の許認可の取得及び

届出のために必要な協力を行うものとする。 
 
（管理技術者） 

第１５条 事業者は、設計業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名そ

の他必要な事項を四国地方整備局に通知しなければならない。管理技術者を変更したと

きも、同様とする。 
 
（地元関係者との交渉等） 

第１６条 本業務を履行するために地元関係者との交渉等が必要な場合は、事業者が

行うものとする。この場合において、事業者からの要請がある場合、四国地方整備局は

事業者による地元関係者との交渉に必要な協力を行うものとする。 
 
（土地への立入り） 

第１７条 事業者がこの業務の履行に必要な調査のため、第三者が所有する土地に立

ち入る必要がある場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、事業者が

その承諾を得るものとする。この場合において、事業者からの要請がある場合、四国地

方整備局は事業者による当該土地の所有者等の承諾を得るために必要な協力を行うもの

とする。 
 
（設計に対する四国地方整備局のモニタリング） 

第１８条 事業者は、本施設の設計の進捗状況に関して、定期的に四国地方整備局に

対して報告を行うものとする。 

２ 四国地方整備局は、適正かつ確実な整備を確保するため、随時、本施設の設計図

書等の閲覧等の確認及び業務実施状況の報告を要求することができるものとし、事業

者は、四国地方整備局からのその要求に対し最大限協力するものとする。 
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（設計の変更） 

第１９条 四国地方整備局は、必要があると認める場合、事業者に対して書面により

設計変更を要求することができるものとする。 

２ 事業者は、当該設計変更要求を受領した場合、速やかにその内容を検討し、四国

地方整備局に対し検討結果を通知しなければならない。 

３ 事業者は、四国地方整備局からの設計変更要求の内容に疑義がある場合、四国地

方整備局に対して協議を申し入れることができるものとする。 

４ 事業者は、四国地方整備局が提示した要求水準書等の内容の変更を伴う設計変更

は行うことができないものとする。ただし、特に合理的な理由があり、かつ、事前の

四国地方整備局の書面による承諾がある場合は、この限りでない。 

５ 前４項の場合の設計変更の費用及び変更による追加的費用は、当該設計変更が、

四国地方整備局が提供した情報又は資料の誤り若しくは四国地方整備局の提示条件又

は指示の不備・変更による場合等、四国地方整備局の責めに帰すべき事由に基づく場

合には、四国地方整備局が負担し、事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合には、

事業者が負担する。ただし、当該設計変更が不可抗力又は法令変更に基づく場合は、

四国地方整備局が負担する。 

６ 設計変更により本施設の設計及び工事業務に係る費用が減少する場合には、四国

地方整備局及び事業者は、協議により合理的な範囲内で当該費用の減少分をサービス

の対価から減額するものとする。 

７ 四国地方整備局が第１項に基づき設計変更を要求したこと又は第４項の書面によ

る承諾をしたことのいずれかを理由としても、事業者の責任は、免除又は軽減される

ものではなく、かつ、四国地方整備局が、設計及び工事業務について、責任を負担す

るものではない。 
 
（設計図書等についての責任） 

第２０条 事業者は、設計変更がなされたか否かを問わず、設計図書等の瑕疵等によ

り生じた前条に規定する以外の増加費用及び損害賠償について責任を負うものとする。

ただし、四国地方整備局の責めに帰すべき事由による場合及び不可抗力又は法令変更に

よる場合は、四国地方整備局の負担とする。 

２ 前条及び前項により四国地方整備局が負担すべき増加費用等の支払時期及び支払

方法は、当該費用等の金額の確定後に予算措置等必要な手続を経ることを前提として、

四国地方整備局及び事業者の協議により決定するものとする。 
 
（設計の完了） 

第２１条 事業者は、本施設の設計の完了後、速やかに設計図書等を四国地方整備局

に提出しなければならない。また、四国地方整備局は、必要があると認める場合、事業
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者に説明を求めることができるものとし、事業者は、四国地方整備局からのその要求に

対し最大限協力するものとする。 

２ 四国地方整備局は、前項に基づき提出された設計図書等について、他の契約関係

書類との間に不一致又は矛盾があると認めたときは、速やかに事業者に通知するもの

とする。 

３ 事業者は、前項の通知を受領した場合、自己の費用で速やかに当該不一致又は矛

盾を是正するための措置を執り、四国地方整備局の確認を得なければならない。ただ

し、四国地方整備局の責めに帰すべき事由、法令変更又は不可抗力に起因する場合は、

四国地方整備局の負担とする。また、事業者は、前項の通知の内容について疑義があ

る場合、四国地方整備局に対して協議を申し入れることができる。 

４ 四国地方整備局が第１項に基づき設計図書等を受領したこと、第２項の通知をし

ないこと又は前項の確認をしたことのいずれを理由としても、事業者の責任は、免除

又は軽減されるものではなく、かつ、四国地方整備局が、設計及び工事業務について、

責任を負担するものではない。 
 
（設計業務に係る調整業務の報告） 

第２２条 事業者は、設計業務に係る調整業務の各主要な段階を完了した日から１４

日以内に業務報告書を四国地方整備局に提出しなければならない。 
 
（事業費内訳書、変更単価合意書等） 

第２３条 事業者は、詳細設計の完了日から１４日以内に設計図書に基づいて、本事

業における事業費の適正な管理を行うための基準となる内訳書を作成し、四国地方整備

局に提出しなければならない。 

２ 四国地方整備局及び事業者は、内訳書の提出後、すみやかに、その内容について

協議し、変更単価合意書を締結するものとする。 

３ 事業者は、事業費の変更があった場合には、内訳書を変更し、１４日以内に設計

図書に基づいて、四国地方整備局に提出しなければならない。 

４ 第２項の規定は、事業費の変更後の単価合意の場合に準用する。その場合におい

て、協議開始の日から１４日以内に協議が整わない場合には、四国地方整備局が定め、

事業者に通知する。 

５ 事業者は、引渡し予定日の 30 日前までに、第１項の内訳書における費用を明確化

し、その内容の確定を行うものとする。 
 
（設計業務により第三者等に及ぼした損害） 

第２４条 事業者は、本施設の設計業務に関し、事業者の責めに帰すべき事由により、

四国地方整備局又は第三者に損害を与えた場合、四国地方整備局又は第三者が被った損

害を賠償するものとする。 
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２ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、四国地方整備局の指示、

貸与品等の性状その他四国地方整備局の責めに帰すべき事由により生じたものについ

ては、四国地方整備局がその賠償額を負担する。ただし、事業者が、四国地方整備局

の指示又は貸与品等が不適当であること等四国地方整備局の責めに帰すべき事由があ

ることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。 

３ 事業者は、設計業務の実施に必要な調査又は測量を当該現場で行う場合にあって、

通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼし

た損害について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、四国地方

整備局がその賠償額を負担しなければならない。ただし、事業者が善良な管理者の注

意義務を怠ったことにより生じたものについては、事業者が負担する。 

４ 前３項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合において

は、四国地方整備局及び事業者は協力してその処理解決にあたるものとする。 
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第５章  本施設の工事 

第１節 総則 

（本施設の工事） 

第２５条 事業者は、契約関係書類に従い、工事業務を行わなければならない。 

２ 施工方法その他本施設の完成のために必要な一切の手段は、事業者が、自己の責

任で決定するものとする。 

３ 事業者は、四国地方整備局から本施設の工事等に係る着手の許可通知を受けた後、

遅滞なく工事等に着手しなければならない。 
 
（関連工事の調整） 

第２６条 四国地方整備局は、事業者の施工する工事及び四国地方整備局の発注に係

る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは

その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、事業者は、四国地方整

備局の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 

２ 事業者は、前項における関連業務等が実施される場合、関連業務等を実施する第

三者及びその使用人に関する一切の責任を負わない。ただし、事業者による調整が不

適当と認められる場合はこの限りではない。 
 
（工事の第三者への発注） 

第２７条 事業者は、事前の四国地方整備局の書面による承諾を得た上で、本施設の

工事業務の全部又は一部を第三者に請け負わせることができる。この場合において、当

該第三者（以下「請負人」という。）が他の者に、請負人が請け負った工事業務の一部

を請け負わせるときは、事業者は、四国地方整備局に対し当該他の者（以下「下請負人

」という。）の名称その他の情報を事前に通知しなければならない。（ただし、事業者

が単独企業の場合は、本施設の工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独

立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせる

ことはできない。） 

２ 事業者は、前項の規定に基づく請負契約を行う場合、当該業務請負に係る契約締

結予定日の１４日前までに、四国地方整備局に対し、当該第三者の氏名又は商号及び

住所等の必要な事項を記載した書面により通知するとともに、当該請負契約の内容が

確認できる契約書の写しを四国地方整備局に速やかに提出し、四国地方整備局の承認

を得なければならない。また、当該契約書の主たる内容を変更しようとするときも同

様とする。 
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３ 事業者は、第１項の規定に基づく請負に係る請負人又は下請負人の使用について、

全ての責任を負わなければならない。 

４ 第１項の規定に基づく請負に係る請負人又は下請負人の責めに帰すべき事由は、

事業者の責めに帰すべき事由とみなす。 
 
（現場代理人及び監理技術者） 

第２８条 工事企業は、現場代理人及び監理技術者を工事現場に設置し、その氏名そ

の他必要な事項を四国地方整備局に通知しなければならない。現場代理人及び監理技術

者を変更したときも、同様とする。 

２ 現場代理人は、本契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行

うこと。 

３ 四国地方整備局は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運

営、取締りに支障がなく、かつ、四国地方整備局との連絡体制が確保されると認めた

場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることがで

きる。 

４ 工事企業は、第２項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に

委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を四

国地方整備局に通知しなければならない。 

５ 現場代理人及び監理技術者は、これを兼ねることができる。 
 
（工事監理者） 

第２９条 事業者は、事前の四国地方整備局の書面による承諾を得た上で、本施設の

工事監理業務の全部又は一部を第三者に委託することができる。（ただし、事業者が単

独企業の場合は、本施設の工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立し

てその機能を発揮する工作物の工事に関する工事監理業務を第三者に委託することはで

きない。） 

２ 事業者は、前項の規定に基づく委託を行う場合、当該委託の内容が確認できる契

約書の写しを四国地方整備局に速やかに提出しなければならない。 

３ 事業者は、第１項の規定に基づく委託に係る受託者の使用について、全ての責任

を負わなければならない。 

４ 第１項の規定に基づく委託に係る受託者の責めに帰すべき事由は、事業者の責め

に帰すべき事由とみなす。 

５ 事業者は、適切な工事監理者を設置し、氏名その他の必要な事項を書面によりに

提出するとともに、要求水準書等に従って工事監理計画書を四国地方整備局に提出し

なければならない。 
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６ 事業者は、工事監理者に契約関係書類に基づく適切な工事監理を行わせなければ

ならない。 

７ 四国地方整備局は、事業者に対し、随時本施設の工事監理業務についての報告を

要求することができる。四国地方整備局が当該報告を要求したときは、事業者は、工

事監理者に、四国地方整備局に対する施工の事前説明及び事後報告並びに現場での施

工状況の確認等報告を行わせるものとする。 

８ 事業者は、要求水準書等に従って、工事期間中、毎月５営業日目までに当該月の

前月の業務に係る工事進捗状況報告書及び工事監理報告書を四国地方整備局に対して

提出しなければならない。 
 
（下請負人の健康保険等加入義務等） 

第３０条 事業者は、工事企業に、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者（建

設業法（昭和 24 年法律第 100号）第２条第３項に定める建設業者をいい、当該届出の

義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。）を下請負人とさせ

てはならない。 

(１) 健康保険法（大正 11 年法律第 70号）第 48条の規定による届出 

(２) 厚生年金保険法（昭和 29年法律第 115号）第 27条の規定による届出 

(３) 雇用保険法（昭和 49 年法律第 116号）第７条の規定による届出 

２ 前項の規定にかかわらず、事業者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、

当該各号に定める場合は、工事企業に、社会保険等未加入建設業者を下請負人とさせ

ることができる。 

(１) 工事企業と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合 

ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難とな

る場合その他の特別の事情があると四国地方整備局が認める場合 

イ 四国地方整備局の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号

に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類（以下「確認書類」と

いう。）を、事業者が四国地方整備局に提出した場合 

(２) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合 

ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難とな

る場合その他の特別の事情があると四国地方整備局が認める場合 

イ 四国地方整備局が事業者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から

30日（四国地方整備局が事業者において確認書類を当該期間内に提出すること

ができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の

期間）以内に、事業者が当該確認書類を四国地方整備局に提出した場合 

３ 事業者は次の各号に掲げる場合は、四国地方整備局の請求に基づき、違約罰とし

て、当該各号に定める額を四国地方整備局の指定する期間内に支払わなければならな

い。 
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(１) 社会保険等未加入建設業者が前項第１号に掲げる下請負人である場合において、

同号アに定める特別の事情があると認められなかったとき又は事業者が同号イに定

める期間内に確認書類が提出しなかったとき 工事企業が当該社会保険等未加入建

設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 10分の１に相当する額 

(２) 社会保険等未加入建設業者が前項第２号に掲げる下請負人である場合において、

同号アに定める特別の事情があると認められず、かつ、事業者が同号イに定める期

間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文

者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 100分の５に相当する額 

 
（建設に伴う各種調査） 

第３１条 事業者は、自己の費用負担により本施設の工事等のために必要となる各種

調査を実施した上で建設工事等を実施しなければならない。 

２ 事業者は、前項の各種調査を実施する場合には、調査に着手する前に調査計画書

を作成し、四国地方整備局に提出しなければならない。 

３ 事業者は、事前の四国地方整備局への書面による承諾を得た上で、第１項の調査

業務の全部又は一部を第三者に委託することができる。（ただし、事業者が単独企業

の場合は、調査業務の全部を第三者に委託することはできない。） 

４ 事業者は、前項の規定に基づく委託を行う場合、当該委託の内容が確認できる契

約書の写しを速やかに四国地方整備局に提出しなければならない。 

５ 事業者は、第３項の規定に基づく委託に係る受託者の使用について、全ての責任

を負わなければならない。 

６ 第３項の規定に基づく委託に係る受託者の責めに帰すべき事由は、事業者の責め

に帰すべき事由とみなす。 

７ 事業者は、調査業務及び調査結果に係る一切の責任を負担しなければならない。 

８ 事業者の各種調査の誤り又は過失に起因して四国地方整備局又は事業者に生じた

損害、損失又は費用は、事業者が負担するものとする。 
 
（施工計画書） 

第３２条 事業者は、詳細工程表を含む施工計画書を本施設の工事等の着手前で、四

国地方整備局及び事業者との協議により定める日までに四国地方整備局に提出しなけれ

ばならない。事業者は、必要がある場合には、四国地方整備局と協議の上、当該施工計

画書の内容を変更することができ、この場合においては、変更後の施工計画書を速やか

に四国地方整備局に提出しなければならない。 

２ 四国地方整備局は、前項に基づき事業者が四国地方整備局に提出した書類が、契

約関係書類との間に不一致又は矛盾があると認めた場合、速やかに事業者に書面によ

り通知するものとする。 
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３ 事業者は、前項の規定による通知を受領した場合、速やかに当該不一致又は矛盾

を是正するために、当該書類を訂正する等の措置を執り、四国地方整備局の確認を得

なければならない。事業者は、前項の通知の内容について疑義がある場合、四国地方

整備局に対して協議を申し入れることができる。 

４ 四国地方整備局が第１項に基づき当該施工計画書を受領したこと、第２項の通知

をしないこと又は前項の確認をしたことのいずれを理由としても、事業者の責任は、

免除又は軽減されるものではなく、かつ、四国地方整備局が、工事業務について、責

任を負担するものではない。 

５ 事業者は、工期中毎月の末日までに、翌月分に係る工事履行報告書を四国地方整

備局に提出しなければならない。 
 
（工事に係る許認可及び届出） 

第３３条 事業者は、本施設の工事業務に関する本契約上の義務を履行するために必

要な一切の許認可の取得及び届出を、自己の費用及び責任において行わなければならな

い。 

２ 四国地方整備局は、事業者からの要請があった場合、前項の許認可の取得及び届

出のために必要な協力を行うものとする。 

３ 事業者は、四国地方整備局が行わなければならない許認可の取得及び届出のため

に必要な協力を四国地方整備局に求められた場合には、業務上の著しい負担及び過大

な費用が発生しない限り、これに応じるものとする。 
 
（建設工事等に伴う近隣対応・対策） 

第３４条 事業者は、自己の責任及び費用で、騒音、振動、悪臭、粉塵発生、交通渋

滞その他建設工事等が近隣の生活環境に与える影響を勘案して、合理的に要求される範

囲の必要な近隣対応・対策を実施し、四国地方整備局に事前にその内容及び事後にその

結果を報告しなければならない。 

２ 四国地方整備局は、事業者からの要請がある場合、事業者による近隣対応・対策

に対し必要な協力を行うものとする。 

３ 入札説明書等において事業者に提示した条件に対する近隣住民等の要望活動又は

訴訟に起因して増加費用が生じる場合には、四国地方整備局は、事業者が負担した合

理的な増加費用を負担し、事業者との協議により当該増加費用の金額及び支払方法を

定める。 

４ 前項以外の近隣住民等の要望活動又は訴訟に起因して増加費用が生じる場合は、

事業者が負担する。 

 
（工事用地の確保） 
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第３５条 事業者は、工事着手日から、本施設の最終引渡し日までの期間、工事業務

の遂行に必要な範囲で、国が所有する工事用地を無償で使用することができる。 

２ 四国地方整備局は、事業者が本事業を実施するために工事用地を使用することが

できる状態にするものとする。 

３ 事業者は、工事期間中の工事用地の管理を善良な管理者の注意義務をもって行う

ものとする。 

４ 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地が不用となった場合において、

当該工事用地に事業者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の

物件（下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。）があるときは、事業者は、

当該物件を撤去するとともに、当該工事用地を修復し、取り片付けて、四国地方整備

局に明け渡さなければならない。 

５ 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去

せず、又は工事用地の修復若しくは取片付けを行わないときは、四国地方整備局は、

事業者に代わって当該物件を処分し、工事用地の修復若しくは取片付けを行うことが

できる。この場合においては、事業者は、四国地方整備局の処分又は修復若しくは取

片付けについて異議を申し出ることができず、また、四国地方整備局の処分又は修復

若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 

６ 第４項に規定する事業者のとるべき措置の期限、方法等については、四国地方整

備局が事業者の意見を聴いて定めることとする。 
 
（工事業務に対する四国地方整備局によるモニタリング） 

第３６条 四国地方整備局は、事業者が契約関係書類に従い本施設の工事業務を実施

していることを確認するために、事業者に対し説明を求めることができ、かつ、工事等

の現場において、その進捗状況を立会いの上確認することができるものとする。 

２ 事業者は、前項に規定する説明及び確認の実施について、四国地方整備局に対し

て最大限の協力をし、請負人をして、四国地方整備局に対して必要かつ合理的な説明

及び報告を行わせなければならない。 

３ 前２項に規定する説明等の結果、事業者による工事業務が、契約関係書類を満た

していないものと認められる場合、四国地方整備局は、事業者に対してその是正を求

めることができるものとする。事業者は、その要求について疑義がある場合、四国地

方整備局に対して協議を申し入れることができるものとする。 
 

４ 四国地方整備局は、前３項に規定する立会い又は確認等の実施を理由として、本

施設の工事業務の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。 
 
（中間技術検査） 
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第３７条 四国地方整備局は、事業者と協議により時期を定め、主要な工程に係る工

事の終了時に、書面によるほか実地における中間技術検査を実施することができる。四

国地方整備局は、中間技術検査を実施する場合には、実施する日の 14 日前までに事業

者に対して実施する旨を通知するものとする。 

２ 四国地方整備局は、中間技術検査を実施することとしているにもかかわらず、中

間技術検査を受けることなく次の工程の施工がされた場合、又は工事の施工部分が要

求水準若しくは設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、

必要があると認められるときは、その理由を事業者に通知し、当該施工部分を最小限

度破壊して、確認することができる。 

３ 四国地方整備局は、中間技術検査の結果、工事の施工部分が要求水準又は設計図

書に適合しないと認められる場合には、事業者に対して是正を求めることができる。 

４ 四国地方整備局は、中間技術検査を実施した事実を以て本施設の工事の全部又は

一部についての責任を負わない。 

５ 事業者は、第 2 項の確認及び復旧に直接要する費用又は第 3 項の是正に要する費

用を負担しなければならない。 
 
（工事業務に係る調整業務の報告） 

第３８条 事業者は、工事業務に係る調整業務の各主要な段階を完了した日から１４

日以内に業務報告書を四国地方整備局に提出しなければならない。 
 

第２節 工期の変更等 

（工期の変更） 

第３９条 四国地方整備局が事業者に対して工期の変更を請求した場合、四国地方整

備局及び事業者は、協議により当該変更の当否を決定するものとする。ただし、当該協

議が不調に終わった場合は、四国地方整備局が当該変更の当否を決定するものとし、事

業者は、これに従わなければならない。 

２ 事業者が、不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により、四国地

方整備局に対して工期の変更を請求した場合は、四国地方整備局は、原則として、工

期の変更を承認し、四国地方整備局及び事業者は、協議により変更内容を決定するも

のとする。 
 
（工期の変更による費用負担） 

第４０条 四国地方整備局は、四国地方整備局の責めに帰すべき事由、不可抗力又は

事業者の責めに帰すことのできない事由により工期が変更され、本施設の引渡し日が予

定日より遅延した場合は、当該工期の変更又は引渡し日の遅延に伴い事業者が負担した
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合理的な増加費用に相当する額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を事業者に支

払うものとする。 

２ 事業者は、事業者の責めに帰すべき事由により工期が変更され、本施設の引渡し

日が予定日より遅延した場合、当該工期の変更又は引渡し日の遅延に伴い四国地方整

備局に発生した合理的な損害額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を四国地方

整備局に支払うものとする。 
 
（工事の一時中止） 

第４１条 四国地方整備局は、必要があると認める場合、事業者に対し、本施設の工

事の中止の内容及び理由を通知したうえで、本施設の工事業務の全部又は一部を一時中

止させることができるものとする。 

２ 四国地方整備局は、前項の場合において、必要があると認めるときは、工期を変

更することができる。四国地方整備局は、事業者の責めに帰すべき事由により工期を

変更した場合を除き、工事業務の一時中止に伴い事業者が負担した合理的な増加費用

に相当する額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を事業者に支払うものとする。 
 

第３節 本施設の完成等 

（事業者による完成検査） 

第４２条 事業者は、要求水準書等に従って、事業者による完成検査（導通試験を含

む）及び設備機器等の試運転等を実施しなければならない。 

２ 事業者は、前項の完成検査の日程及び内容をその実施の７日前までに四国地方整

備局に対して書面で通知しなければならない。また、四国地方整備局は、この完成検

査に立ち会うことができるものとし、この場合、事業者は、四国地方整備局による当

該立会いを拒否できない。 

３ 事業者は、四国地方整備局の立会いの有無にかかわらず、要求水準書との整合性

確認結果報告書及び事業提案書との整合性確認結果報告書により本施設及び工事完成

図書が要求水準書及び事業提案書に従い要求水準を達成していることの当否について

検査し、四国地方整備局に対し、第１項の事業者による完成検査及び設備機器等の試

運転の結果について、書面により報告するとともに、完成確認依頼書を提出しなけれ

ばならない。 
 
（四国地方整備局による完成（引渡）検査） 

第４３条 四国地方整備局又は四国地方整備局が検査を行う者として定めた職員（以

下「検査職員」という。）は、本施設の引渡しに先立ち、前条に規定する事業者による

完成確認依頼書を受領した日から 14日以内に事業者並びに設計企業、工事企業及び工

事監理企業の立会いの上、工事業務が完了し、要求水準書及び事業者提案のとおり本施
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設及び工事完成図書が完成していることを確認するための検査を完了し、当該検査の結

果を事業者に通知する。 

２ 四国地方整備局は、前項の場合において、工事業務及び工事監理業務の実施に疑

義があると認められる場合には、その理由を事業者に通知して本施設を最小限度破壊

して検査することができるものとする。なお、四国地方整備局は、当該検査の実施を

理由とする本施設の工事の全部又は一部についての責任を負担しないものとする。 

３ 四国地方整備局は、事業者が第 1 項の検査の結果、本施設又は工事完成図書につ

いて要求水準書及び事業提案書を満たさないと判断した場合には、事業者に対し是正

等の適切な措置を求めることができるものとする。 

４ 事業者は、かかる請求を受けた場合には、自らの責任で速やかに是正を行い、第 1

項の検査を受けなければならない。ただし、是正等の内容について疑義がある場合、

四国地方整備局に対して協議を申し入れることができるものとする。 

５ 事業者は、第 1 項の検査、第 2 項の検査及び復旧に直接要する費用又は前項の是

正に要する費用を負担しなければならない。 
 
（完成通知書の交付） 

第４４条 四国地方整備局は、前条に定める検査の結果、本施設及び工事完成図書が

要求水準書及び事業提案書のとおり完成していることを確認した場合には、当該確認の

日から 7日以内に、本施設及び工事完成図書についての完成通知書を事業者に対して交

付する。 

２ 四国地方整備局は、前条に定める検査の結果、本施設及び工事完成図書が要求水

準書及び事業提案書のとおり完成していることを確認できない場合には、前条第 3 項

の請求に対して事業者が是正の対応を行ったことをもって、検査を完了とすることが

でき、前項の定めにしたがうものとする。 

３ 四国地方整備局は、事業者から提出された工事完成図書を本施設の修繕等のため

に使用し、かつ、必要な改変を加えることができるものとする。 

 

第４節 本施設の引渡し等 

（本施設の引渡し） 

第４５条 事業者は、前条に定める完成通知書を受領した後、速やかに本施設の引渡

書及び工事完成図書を四国地方整備局に対して提出するとともに、四国地方整備局によ

る部分使用がない限りにおいて本施設を未使用の状態で国に引き渡すものとする。 

２ 四国地方整備局は、前項の規定に従って、事業者から本施設及び工事完成図書の

引渡しを受けた場合には、本施設及び工事完成図書に関する引渡受領書を事業者に対

して交付する。 
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３ 四国地方整備局は、第 1 項に規定された引渡しにより、本施設の所有権を取得す

るものとする。 

４ 事業者は、国が本施設の所有権の登記を行う場合には、これに協力するものとす

る。 
 
（部分使用） 

第４６条 四国地方整備局は、本施設の引渡し前においても、事業者の承諾を得て本

施設の全部又は一部を使用することができる。 

２ 四国地方整備局は、前項の場合において、その使用部分を善良な管理者の注意を

もって使用しなければならない。 

３ 四国地方整備局は、第１項により本施設の全部又は一部を使用したことによって

事業者に追加の費用が生じた場合には、合理的に必要な範囲においてこれを負担する。 
 
（引渡しの期日の変更） 

第４７条 四国地方整備局は、四国地方整備局の責めに帰すべき事由、不可抗力又は

法令変更又は事業者の責めに帰すことのできない事由により、本施設の引渡し日が予定

日より遅延した場合、当該引渡しの遅延に伴い事業者が負担した合理的な増加費用に相

当する額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を事業者に支払うものとする。 

２ 事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡し日が予定日より遅延した場

合、事業者は、当該引渡し日の遅延に伴い四国地方整備局に発生した合理的な損害額

及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を四国地方整備局に支払うものとする。 
 
（サービスの対価の支払い） 

第４８条 四国地方整備局は、本施設の引渡しを受け、その内容が契約関係書類に適

合していることが四国地方整備局により確認されることを条件として、別紙５「PFI事

業費の算定及び支払い方法」に規定するサービスの対価を支払うものとする。 
 
（瑕疵

か し

担保責任） 

第４９条 四国地方整備局は、本施設又は工事完成図書に瑕疵
か し

が発見されたときは、

事業者に過失があるか否かにかかわらず、事業者に対して相当の期間を定めて当該瑕疵
か し

の修補を請求し、又は修補に代えて、若しくは修補とともに損害の賠償を請求すること

ができる。 

２ 前項に規定する瑕疵
か し

の修補又は損害賠償の請求は、本施設及び工事完成図書に係

る引渡しの日から 2 年以内に、これを行う。ただし、その瑕疵
か し

が事業者の故意若しく

は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は 10 年とす

る。 
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３ 四国地方整備局は、本施設又は工事完成図書の引渡しの際に瑕疵があることを知

った場合には、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に対して通知しな

ければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、事業者

がその瑕疵があることを知っていた場合には、この限りではない。 

４ 四国地方整備局は、本施設が第 1 項に規定された瑕疵
か し

により滅失又は毀損した場

合、第 2 項に定める期間内で、かつ、当該滅失又は毀損を四国地方整備局が知ったと

きから 180 日以内に、第 1 項に規定された権利を行使しなければならない。 

５ 第 1 項の規定は、本施設の瑕疵が支給材料の性質又は四国地方整備局の指図によ

り生じたものであるときは適用しない。ただし、事業者がその材料又は指図が不適当

であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 

６ 事業者は、第 1 項に定める瑕疵の修補を完了したときは、四国地方整備局による

確認のため検査を受けなければならない。 
 

第５節 損害の発生等 

（工事業務中に第三者に及ぼした損害） 

第５０条 事業者が本施設の工事業務に関し、第三者に損害を及ぼした場合、直ちに

四国地方整備局へ報告の上協議し、当該損害のうち、事業者の責めに帰すべき事由によ

るものは、事業者が賠償し、自らの責任及び費用負担で対処しなければならない。 

２ 前項で規定された第三者の損害に関して四国地方整備局が当該第三者に対して金

銭を支払った場合には、事業者は、当該金銭に相当する金額を四国地方整備局に対し

て補償するものとする。 

３ 事業者が本事業に関して四国地方整備局の責めに帰すべき事由により第三者が被

った損害を賠償する法令等上の義務を負った場合には、四国地方整備局は、事業者が

当該賠償義務を負ったことにより事業者に生じた合理的な増加費用を負担するものと

する。 
 
（工事期間中の保険） 

第５１条 事業者は、本施設の工事期間中、別紙３「事業者が付す保険等」のうち、

設計業務及び工事業務の履行に係る保険に加入、又は請負人を同保険に加入させなけれ

ばならない。 
 

第６節 設計及び工事業務の契約保証 

（設計及び工事業務の契約保証金） 

第５２条 事業者は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付

さなければならない。付された保証が第３号から第４号までのいずれかの場合にあって
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は、事業者が別途定める保証又は履行保証保険契約を締結した後若しくは請負人をして

別途定める保証又は履行保証保険契約を締結した後、直ちにその保証証券を四国地方整

備局に寄託しなければならない。 

(１) 契約保証金の納付 

(２) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

(３) 本施設の設計及び工事業務に係る債務の不履行により生ずる損害金の支払いを

保証する銀行又は四国地方整備局が確実と認める金融機関等の保証 

(４) 本契約による債務の不履行により生ずる損害を填補
て ん ほ

する履行保証保険契約の締

結（ただし、四国地方整備局以外の者を被保険者とする場合は、保険金請求権上に、

本事業に関連する四国地方整備局の事業者に対する違約金支払請求権を被担保権と

して、四国地方整備局を第一順位とする質権を設定することとする。なお、係る質

権設定の費用は、事業者が負担しなければならない。） 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額は、別紙５に記載する「PFI 事業費の算定及び

支払い方法」の「①設計及び工事業務のサービスの対価」のうち、「ア施設費」

における調査・設計費及び工事費に相当する金額並びに当該額に係る消費税等相

当額の合計額の１０分の１以上としなければならない。 

３ 第１項の規定により、事業者が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したとき

は、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４号

に掲げる保証保険契約を締結したときは、契約保証金の納付を免除するものとする。 

４ 契約金額の変更があった場合には、第１項に規定する保証の額が変更後の別紙５

に記載する「PFI 事業費の算定及び支払い方法」の「①設計及び工事業務のサービス

の対価」のうち、「ア施設費」における調査・設計費及び工事費に相当する金額並び

に当該額に係る消費税等相当額の合計額の１０分の１に達するまで、四国地方整備局

は、当該保証の額の増額を請求することができるものとし、事業者は、保証の額の減

額を請求することができるものとする。ただし、保証の額の変更に伴う経費は事業者

が負担するものとする。 

５ 契約保証金は、本施設の設計及び工事業務の履行後、本施設の引渡し日以降速や

かに還付するものとする。なお、利息等の付与は行わないものとする。 
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第６章  本施設の維持管理業務 

第１節 総則 

（本施設の維持管理業務） 

第５３条 事業者は、本施設の引渡し日から開始し事業期間終了日に終了する維持管

理期間中、契約関係書類及び次項に規定する維持管理業務仕様書に従い、自己の費用及

び責任で、本施設を所定の機能及び性能が正常に発揮される状態に維持し、電線共同溝

利用者が本施設を適切に利用できるサービスの質及び水準を保持することを目的として、

本施設の維持管理業務を行わなければならない。 

２ 事業者は、契約関係書類に基づき、四国地方整備局と協議し、四国地方整備局の

承諾を得た上で、事業者による本施設の維持管理業務の仕様を定める維持管理業務仕

様書を作成しなければならない。事業者は、四国地方整備局と協議し、四国地方整備

局の承諾を得た上で維持管理業務仕様書の内容を変更することができるものとする。 

３ 事業者は、維持管理期間中、維持管理業務の遂行に必要な範囲で、国が所有する

本施設を無償で使用することができる。 
 
（維持管理業務の第三者への委託） 

第５４条 事業者は、事前の四国地方整備局への書面による承諾を得た上で、本施設

の維持管理業務の全部又は一部を第三者に委託することができる。（ただし、事業者が

単独企業の場合は、本施設の維持管理業務の全部、又は主たる部分を第三者に委託する

ことはできない。） 

２ 事業者は、前項の規定に基づく委託を行う場合、当該業務委託に係る契約締結予

定日の 14 日前までに、四国地方整備局に対し、当該第三者の氏名又は商号及び住所

等の必要な事項を記載した書面により通知するとともに、当該委託の内容が確認でき

る契約書の写しを四国地方整備局に速やかに提出し、四国地方整備局の承認を得なけ

ればならない。また、当該契約書の主たる内容を変更しようとするときも同様とする。 

３ 事業者は、第１項の規定に基づく受託者の使用について、全ての責任を負わなけ

ればならない。 

４ 第１項の規定による委託に係る受託者の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに

帰すべき事由とみなす。 
 
（維持管理業務計画書） 

第５５条 事業者は、契約関係書類及び維持管理業務仕様書に従い、翌事業年度の事

業者による本施設の維持管理業務について、業務実施体制、業務実施工程等の維持管理

業務の実施のために必要な事項を記載した維持管理業務計画書を、毎年、当該事業年度

の前年度の２月末日（最初の業務実施年度に係る維持管理業務計画書については各施設
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を四国地方整備局へ引渡す予定日の１ヶ月前の日）までに四国地方整備局に提出し、承

諾を得なければならない。 
 
（維持管理業務に係る許認可及び届出） 

第５６条 事業者は、本施設の維持管理業務に関する本契約上の義務を履行するため

に必要な一切の許認可の取得及び届出を自己の責任及び費用において行わなければなら

ない。 

２ 四国地方整備局は、事業者の要請があった場合、前項の事業者の許認可の取得及

び届出のために必要な協力を行うものとする。 

３ 事業者は、本施設の維持管理業務に関する四国地方整備局の許認可の取得及び届

出のために必要な協力を四国地方整備局に求められた場合には、業務上の著しい負担

及び過大な費用が発生しない限り、これに応じるものとする。 

４ 事業者は、前項に定める場合を除き、本事業を実施するために必要な許認可の取

得又は維持に関する責任及び損害（許認可取得の遅延から生じる増加費用を含む。）

を負担する。 
 
（事業者による維持管理業務実施体制の整備） 

第５７条 事業者は、本施設の維持管理業務開始予定日までに本施設の維持管理業務

の実施のために、自らの責任及び費用負担において必要な一切の準備を完了し、かつ、

四国地方整備局に対しその旨を報告しなければならない。 

２ 四国地方整備局は、前項の規定による報告を受けたときは、事業者の業務実施体

制を確認し、事業者は、その確認に協力するものとする。四国地方整備局は、当該確

認の結果、事業者により維持管理業務仕様書及び維持管理業務計画書に従った業務実

施体制が整備されていない場合、事業者に対しその是正を求めることができるものと

する。 
 
（維持管理業務開始の遅延） 

第５８条 四国地方整備局及び事業者は、本施設の維持管理業務の開始が、業務開始

予定日よりも遅延した場合、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところによ

り責任を負うものとする。 

(１) 四国地方整備局の責めに帰すべき事由による場合 遅延日数に応じて、事業者

が実際に負担した追加的経費の額から事業者が出費を免れた経費の額を控除して得

られる金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を四国地方整備局が事業者に

対して支払うこと。 

(２) 事業者の責めに帰すべき事由による場合 維持管理業務期間の初年度のサービ

スの対価の年額について、遅延日数に応じて、契約日における政府契約の支払遅延

防止等に関する法律(昭和２４年法律第２５６号)第８条第１項の規定に基づき財務

大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)による金額を日割り計算
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した遅延損害金を事業者が四国地方整備局に対して支払うこと。ただし、四国地方

整備局が被った合理的な範囲の損害のうち、遅延損害金により回復されない部分が

あるときは、四国地方整備局は、事業者に対して、当該部分について損害賠償の請

求を行うことができるものとする。 

(３) 不可抗力又は法令変更による場合 遅延日数に応じて、事業者が実際に負担し

た追加的経費の額から事業者が出費を免れた経費の額を控除して得られる金額及び

当該額に係る消費税等相当額の合計額を四国地方整備局が事業者に対して支払うこ

と。 

３ 四国地方整備局が事業者に対し維持管理業務開始に係る遅延期間につき支払うべ

き金額は、前項に規定する金額に限られ、別途サービスの対価の支払いは行わないも

のとする。ただし、設計及び工事業務のサービスの対価はこの限りではない。 
 
（維持管理業務に伴う近隣対応及び対策） 

第５９条 事業者は、本施設の維持管理業務に関して必要な近隣対応及び対策を自己

の費用及び責任で実施しなければならない。 

２ 四国地方整備局は、事業者からの要請がある場合、前項に規定する事業者による

近隣対応及び対策に対し必要な協力を行うものとする。 
 
（本施設の補修） 

第６０条 事業者は、本施設の維持管理業務期間中、本施設の予防保全に努めるとと

もに、補修等必要な対応を行うものとする。 

２ 事業者は、補修及び対応に関する費用負担について、四国地方整備局と協議する

こと。 
 

第２節 維持管理業務のモニタリング 

（維持管理業務に係る業務報告書） 

第６１条 事業者は、契約関係書類に従って、本施設の維持管理業務期間中、毎月５

営業日目までに当該月の前月の業務に係る業務報告書（第２項に規定する事故等が発生

し、又は苦情、要望等があった場合の顛末
てんまつ

書を含む。以下「通常業務報告書」とい

う。）を四国地方整備局に提出しなければならない。ただし、当該日が休日の場合には、

その翌日以後で休日に当たらない最初の日とする。 

２ 事業者は、維持管理業務期間中、維持管理業務に関して緊急の対応が必要な事故、

事件等のトラブルが発生した場合、又は電線共同溝利用者からの苦情、要望等があっ

た場合には、速やかに当該事故等の内容、それに対する対応策及び当該事故等に関す

る状況を記載した業務報告書（以下「随時業務報告書」という。）を四国地方整備局

に提出しなければならない。 
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３ 事業者は、前２項の他、本施設の維持管理業務期間中、毎事業年度の維持管理業

務に係る業務年報を作成し、毎事業年度の最終日から起算して５営業日目までに四国

地方整備局に提出しなければならない。ただし、当該日が休日の場合には、その翌日

以後で休日に当たらない最初の日とする。 
 
（維持管理業務に対する四国地方整備局によるモニタリング） 

第６２条 四国地方整備局は、自己の費用で本施設の維持管理業務の状況を確認し、

事業者による本施設の維持管理業務が契約関係書類及び維持管理業務仕様書（以下「要

求サービス水準」という。）に適合しているかを確認するために、次のとおりモニタリ

ングを実施する。ただし、事業者に発生する費用は、事業者が負担するものとする。 

(１) 定期モニタリング 四国地方整備局が、事業者から提出される通常業務報告書

及び業務年報（以下、「通常業務報告書等」という。）を確認するほか、現地巡回、

業務監視、事業者への説明要求等により業務遂行状況を把握し、通常業務報告書等

及び確認結果報告書等の記載事項の事実の検証を行う。 

(２) 随時モニタリング 四国地方整備局が必要と認めたときに事業者に提出を求め

る随時業務報告書を確認するほか、前号と同様の内容のモニタリングを随時行う。 

２ 四国地方整備局は、前項のモニタリングの実施の際に、事業者に事前に通知する

ことにより、本施設の維持管理業務の状況について、説明及び立会いを要求すること

ができるものとし、事業者は、四国地方整備局からのその要求に対し最大限協力する

ものとする。 

３ 四国地方整備局は、第１項に規定するモニタリングの結果に基づき、事業者によ

る業務の実施状況の良否を判断し、この判断結果を通常業務報告書等又は随時業務報

告書を受領した日から起算して５営業日目までに事業者に通知するものとする。 

４ 四国地方整備局は、第１項のモニタリングの結果、事業者による業務の実施状況

について、本施設の全部若しくは一部が本来有すべき機能にて利用できない状況にあ

ると認められる場合又は要求サービス水準に適合していないと認められる場合には、

事業者に対し別紙４に記載する「業績等の監視及び改善要求措置要領」に基づき、ペ

ナルティを課すことができるものとする。 
 

第３節 業務の変更等 

（維持管理業務の変更） 

第６３条 四国地方整備局及び事業者は、四国地方整備局が事業者に対して維持管理

業務の内容の変更を請求した場合、協議により当該変更の当否を決定するものとする。

この場合において、当該協議が不調に終わったときは、四国地方整備局が、当該変更の

当否を決定するものとし、事業者は、これに従わなければならない。 
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２ 四国地方整備局及び事業者は、事業者が不可抗力又は事業者の責めに帰すことの

できない事由により、四国地方整備局に対して維持管理業務の内容の変更を請求した

場合、協議により当該変更の当否を決定するものとする。この場合において、当該協

議が不調に終わったときは、四国地方整備局が、当該変更の当否を決定するものとし、

事業者は、これに従わなければならない。 

３ 前２項に規定する維持管理業務内容の変更により維持管理業務に係る費用が増減

する場合、四国地方整備局及び事業者は、協議により合理的な範囲内で当該費用の増

減分及び当該額に係る消費税等相当額の合計額をサービスの対価から変更することが

できるものとする。この場合において、当該協議が不調に終わり、四国地方整備局の

責めに帰すべき事由による業務内容の変更に起因して維持管理業務に係る費用が増加

するときは、四国地方整備局は当該増加費用及び当該額に係る消費税等相当額の合計

額を負担するものとし、減少するときはサービスの対価の減額は行わないものとする。 

４ 前項に規定する四国地方整備局の責めに帰すべき事由による業務内容の変更等及

び当該変更に伴う費用の増減については、第９１条第１項の規定により設置する関係

者協議会で協議し、決定するものとする。 
 
（維持管理業務の一時中止） 

第６４条 四国地方整備局は、必要があると認める場合、事業者に対し維持管理業務

の全部又は一部を一時中止させることができる。 

２ 前項の場合において、四国地方整備局が、必要があると認めるときは、維持管理

業務の内容を変更することができる。四国地方整備局は、事業者の責めに帰すべき事

由による場合を除き、維持管理業務の一時中止に伴う増加費用及び事業者に生じた損

害額並びに当該額に係る消費税等相当額の合計額を負担するものとする。 
 

第４節 損害の発生等 

（維持管理業務により第三者等に及ぼした損害） 

第６５条 事業者は、本施設の維持管理業務に関し、事業者の責めに帰すべき事由に

より、四国地方整備局又は第三者に損害を与えた場合、四国地方整備局又は第三者が被

った損害を賠償するものとする。 

２ 前項で規定された第三者の損害に関して四国地方整備局が当該第三者に対して金

銭を支払った場合には、事業者は、当該金銭に相当する金額を四国地方整備局に対し

て補償するものとする。 
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３ 事業者が本事業に関して四国地方整備局の責めに帰すべき事由により第三者が被

った損害を賠償する法令等上の義務を負った場合には、四国地方整備局は、事業者が

当該賠償義務を負ったことにより事業者に生じた合理的な増加費用を負担するものと

する。 
 
（維持管理業務に係る保険） 

第６６条 事業者は、前条に定める損害賠償に係る事業者の負担に備えるため、本施

設の維持管理業務期間中、別紙３に記載する「事業者が付す保険等」のうち、維持管理

業務の履行に係る第三者賠償責任保険又はこれに相当する保険に加入する等、自己の費

用で適切な損害賠償保険に加入しなければならない。 

２ 第５４条第１項の規定により本施設の維持管理業務を第三者に委託する場合は、

事業者が適切な損害賠償に加入、又は受託者を当該保険に加入させなければならない。 

３ 事業者は、前２項に規定する保険に係る契約書及び保険証書の写しを当該保険の

契約締結後、速やかに四国地方整備局に提出しなければならない。 

４ 事業者は、第１項に係る保険金請求権について、本事業のために融資を行う銀行

その他の金融機関（以下「金融機関等」という。）のために、事前に四国地方整備局

の書面による承諾を得た上で質権等の担保権を設定する場合を除き、担保権を設定し

てはならない。 
 

第５節 維持管理業務の契約保証 

（維持管理業務の契約保証） 

第６７条 事業者は、本施設の維持管理業務の契約保証として、維持管理期間の開始

日までに、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。この場合におい

て、付された保証が第３号又は第４号のいずれかのときにあっては、事業者が別途定め

る保証又は履行保証保険契約を締結した後若しくは維持管理業務の受託者をして別途定

める保証又は履行保証保険契約を締結した後、直ちにその保証証券を四国地方整備局に

寄託しなければならない。 

(１) 契約保証金の納付 

(２) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

(３) 本施設の維持管理業務に係る債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証

する銀行又は四国地方整備局が確実と認める金融機関等の保証 

(４) 本施設の維持管理業務に係る債務の不履行により生ずる損害を填補
て ん ほ

する履行保

証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額は、維持管理業務の各事業年度のサービスの対

価の金額（消費税等相当額を含む）の１０分の１以上としなければならない。 
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３ 第１項の規定により、事業者が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したとき

は、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４号

に掲げる保証保険契約を締結したときは、契約保証金の納付を免除するものとする。 

４ 四国地方整備局は、契約金額の変更があった場合、第１項に規定する保証の額が

変更後の維持管理業務の各事業年度のサービスの対価の金額（消費税等相当額を含

む）の１０分の１に達するまで、当該保証の額の増額を請求することができるものと

し、事業者は、保証の額の減額を請求することができるものとする。ただし、保証の

額の変更に伴う経費は事業者が負担するものとする。 

５ 契約保証金は、本施設の維持管理業務の事業期間終了後速やかに還付するものと

する。なお、利息等の付与は行わないものとする。 
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第７章  サービスの対価の支払い 

 
（サービスの対価の支払い） 

第６８条 四国地方整備局は、事業者が本契約に従い提供するサービスを四国地方整

備局が購入する対価として、別紙５に記載する「PFI事業費の算定及び支払い方法」に

従い、事業者に対してサービスの対価を支払うものとする。 

２ 四国地方整備局によるサービスの対価の構成、支払金額、支払スケジュール及び

支払い方法は、別紙５に記載する「PFI 事業費の算定及び支払い方法」に定めるとお

りとする。 
 
（サービスの対価の変更） 

第６９条 サービスの対価の改定方法は、別紙５に記載する「PFI事業費の算定及び

支払い方法」のとおりとする。 
 
（サービスの対価の減額） 

第７０条 四国地方整備局は、事業者が提供するサービスが、第６２条第１項に規定

する本施設の維持管理業務に対するモニタリングの結果、要求サービス水準に適合しな

い業務（以下「不適合業務」という。）として認められ、四国地方整備局から事業者に

対して改善勧告がなされたにもかかわらず、改善のために相当な期間経過後も改善がな

されなかった場合には、別紙４に記載する「業績等の監視及び改善要求措置要領」に基

づき、維持管理業務に係る該当する業務のサービスの対価を減額することができるもの

とする。 
 
（サービスの対価の返還） 

第７１条 四国地方整備局は、事業者から提出された通常業務報告書等又は四国地方

整備局への支払請求書等に虚偽の記載があること、若しくはモニタリングに際して事業

者の行う説明の重要な点において真実との不一致があること（以下「不実等」とい

う。）が判明した場合には、当該不実等がなければ四国地方整備局が本来支払う必要の

ない維持管理業務のサービスの対価の相当額について、サービスの対価の支払いを行わ

ないものとする。 

２ 事業者は、前項の不実等により受領した過払いのサービスの対価の相当額又は不

実等がなければ事業者が減額し得たサービスの対価の相当額に、当該不実等が行われ

た日からの日数に応じて、支払遅延防止法の率による金額を日割り計算した遅延損害

金を付して四国地方整備局に返還しなければならない。 
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第８章  事業者の経営状況の報告等 

 
（事業者の経営状況に係る報告） 

第７２条 事業者は、事業期間中、毎事業年度の財務書類（決算報告書及び監査報告

書等）を作成し、毎会計年度の最終日から起算して３か月以内に、公認会計士又は監査

能力のある第三者の会計監査を受けた上で、監査済財務書類の写しを四国地方整備局に

提出し、四国地方整備局に監査報告を行わなければならない。 
 
（事業者の経営状況に対する四国地方整備局によるモニタリング） 

第７３条 四国地方整備局は、前条の規定により提出された財務書類による財務状況

の確認により、必要があると認められる場合、事業者に対し財務状況の改善を勧告でき

るものとする。 

２ 事業者は、前項の規定により勧告がなされた場合、速やかに財務状況改善計画書

を四国地方整備局に提出し、その確認を受け、当該改善計画を適切に実行しなければ

ならない。 
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第９章  契約期間及び契約の終了 

 
（契約期間） 

第７４条 本契約の有効期間は、本契約締結日から平成４４年３月３１日までとする。

ただし、事業期間終了日経過時において未履行である四国地方整備局又は事業者の本契

約上の義務及びそれに起因して事業期間終了日の経過後に発生した義務は、その履行が

完了するまで法的拘束力を有するものとする。 
 
（契約終了時の措置） 

第７５条 四国地方整備局は、理由の如何を問わず本契約が終了したときは、本契約

の終了した日から１０日以内に、本施設の現況を確認することができる。この場合にお

いて、本施設に事業者の責めに帰すべき事由による損傷等が認められたときには、四国

地方整備局は事業者に対してその修補を請求することができる。 

２ 事業者は、前項の請求を受けた場合は、自らの費用と責任において速やかに修補

を行うとともに当該修補の完了後に速やかにその旨を四国地方整備局に通知しなけれ

ばならない。この場合において、四国地方整備局は、当該通知を受領した日から１０

日以内に修補の完了の検査を行う。 

３ 事業者は、理由の如何を問わず本契約が終了したときは、本施設に、事業者が所

有し、又は管理する材料、器具、仮設物その他の物件がある場合には、当該物件等を

直ちに撤去するとともに原状回復を行い、四国地方整備局の確認を受けなければなら

ない。 

４ 四国地方整備局は、前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間

内に当該物件等の撤去をせず、又は原状回復を行わないときには、四国地方整備局が

事業者に代わって当該物件等の処分又は原状回復を行うことができる。この場合にお

いて、事業者は、四国地方整備局の処分又は原状回復について異議を申し出ることは

できず、四国地方整備局の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。 

５ 事業者は、理由の如何を問わず本契約が終了した場合には、四国地方整備局が継

続的に維持管理業務を行うことができるように、四国地方整備局又は四国地方整備局

の指示する者に、本施設の維持管理業務に係る必要事項を四国地方整備局に説明し、

事業者が使用した維持管理業務に関する操作要領、申し送り事項その他の関係資料を

四国地方整備局に提供する等、本施設の維持管理業務の引き継ぎに必要な協力を行わ

なければならない。 

６ 本契約終了時の手続に関する諸費用及び事業者の清算に必要な費用等は、第７７

条又は第７８条に係る本契約終了の場合を除き、すべて事業者が負担する。 
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７ 事業者は、契約解除の通知の日から本契約の解除に伴う引渡しまで又は前５項に

よる維持管理業務の引継ぎ完了のときまで、本施設の出来形部分又は本施設について

必要な維持保全に努めなければならない。 
 
（四国地方整備局による本契約の終了） 

第７６条 四国地方整備局は、本施設の引渡しの前に、次の各号に掲げる事項のいず

れかに該当する場合には、事業者に対し書面で通知することにより、本契約の全部を解

除して終了させ、又は解除せずに事業者の契約上の地位を四国地方整備局が選定した第

三者に移転させることができるものとする。 

(１) 事業者が業務開始予定日を経過したにもかかわらず、設計又は工事業務に着手

せず、四国地方整備局が相当の期間を定めて催告しても着手しないことについて、

事業者から四国地方整備局が納得できる程度の合理的な説明がなされないとき。 

(２) 事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡し予定日に、本契約に従っ

て本施設の引渡しがなされないとき。ただし、四国地方整備局及び事業者の合意に

より引渡し予定日が変更された場合は、この限りでない。 

(３) 前２号に定めるほか、事業者が本契約に違反し、四国地方整備局が相当の期間

を定めて催告しても、その違反の状態が解消されず、かつ、当該違反により本事業

の目的が達成できないと認められるとき。 

２ 四国地方整備局は、本施設の引渡しの後に、次の各号に掲げる事項のいずれ

かに該当する場合、事業者に対し書面で通知することにより、別紙４に記載する

「業績等の監視及び改善要求措置要領」に基づき、本契約の全部を解除して終了

させ、又は解除せずに事業者の契約上の地位を四国地方整備局が選定した第三者

に移転させることができるものとする。 

(１) 事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の運用開始予定日までに開業でき

ないとき又はその見込みがないことが明らかになったとき。ただし、四国地方整備

局及び事業者の合意により運用開始予定日が変更された場合は、この限りでない。 

(２) 事業者が提供するサービスが、第６２条第１項に規定する本施設の維持管理業

務に対するモニタリングの結果、第７０条に規定する不適合業務として認められ、

別紙４に記載する「業績等の監視及び改善要求措置要領」に基づき、四国地方整備

局から事業者に対して改善勧告がなされたにもかかわらず、改善のために相当な期

間経過後も改善がなされず、かつ、当該不適合な状態により本事業の目的の達成が

不可能であると認められたとき。 

(３) 事業者が提供するサービスが、第６２条第１項に規定する本施設の維持管理業

務に対するモニタリングの結果、事業者の責めに帰すべき事由により、連続して３

０日以上又は１年間のうち１００日以上、要求サービス水準を満たしていないと認

められる状況が存在したとき。 
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３ 四国地方整備局は、本施設の引渡しの前後を問わず、次の各号に掲げる事項のい

ずれかに該当する場合、書面により事業者に通知することにより、本契約の全部を解

除して終了させることができるものとする。 

(１) 本施設が利用できない等、事業者による本事業の放棄と認められる状況が、３

０日以上継続したとき。 

(２) 事業者が、破産、会社更生、民事再生、特別清算及び今後制定される倒産に関

する法律に基づく手続その他これらに類する法的倒産手続について、事業者の取締

役会等でその申立てを決議したとき又は事業者の取締役等を含む第三者によってそ

の申立てがなされたとき。 

(３) 事業者が支払不能又は支払停止となったとき。 

(４) 事業者が故意又は過失により、通常業務報告書等及び随時業務報告書、財務書

類、請求書等に著しい虚偽記載を行ったとき。 

(５) 事業者の責めに帰すべき事由により、本契約の履行が困難になったとき。 

(６) 前各号に定めるほか、事業者が本契約に違反し、事業者の責めに帰すべき事由

により、本事業の目的の達成が不可能であると認められたとき。 

４ 本契約が、前３項の規定により終了した場合は、四国地方整備局及び事業者は、

本契約終了の時期の区分に応じて、次の各号に掲げる処理に従うものとする。 

(１) 当該解除が、本施設の引渡し前になされた場合 次に定める処理 

ア 事業者は、四国地方整備局に対し、別紙５に記載する「PFI事業費の算定及び

支払い方法」の「①設計及び工事業務のサービスの対価」のうち、「ア施設費」

における調査・設計費及び工事費に相当する金額及び当該額に係る消費税等相当

額の合計額の１０分の１の違約金を直ちに支払うこと。なお、当該違約金の支払

いは、四国地方整備局の事業者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。 

イ 四国地方整備局は、本施設の出来形部分並びに関連する設計業務及び工事監理

業務の成果を検査して、当該検査に合格した部分の所有権を取得及び保持する。 

ウ この場合において、当該出来形部分に相応する代金は、当該価格の決定後一括

にて支払うことを原則とするが、四国地方整備局の支払いに関する予算措置の必

要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、四国地方整備局及び事

業者の協議により決定するものとする。 

エ 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、四国地方整

備局が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。 

(２) 当該解除が、本施設の引渡し後になされた場合 次に定める処理 

ア 事業者は、四国地方整備局に対し、維持管理業務の当該事業年度のサービスの

対価の１２分の３に相当する金額の違約金を支払うこと。なお、当該違約金の支

払いは、四国地方整備局の事業者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。 

イ 四国地方整備局は、設計及び工事業務のサービスの対価に相当する金額のうち、

本契約の解除までに発生する割賦手数料相当額を含む事業者に未払の金額相当額

を支払い、本施設をそのまま所有すること。この場合において、当該支払いは、

当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、四国地方整備局の支払に

関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、四
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国地方整備局及び事業者の協議により決定するものとする。また、四国地方整備

局は、本契約の解除までに事業者が実施した本施設の維持管理業務のサービスの

対価のうち未払の金額相当額を第６８条に定められた方法により支払うものとす

る。 

ウ 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、四国地方整

備局が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。この場合にお

いて、四国地方整備局による買い取りの対象となる機器等について、修繕が必要

であると認められるときは、事業者は、当該修繕に必要な手配を行い、当該修繕

費用及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を別途負担すること。 
 
（事業者による本契約の終了） 

第７７条 事業者は、四国地方整備局がサービスの対価の支払義務その他の本契約上

の重要な義務に違反し、かつ、事業者による催告後１８０日以内に当該違反を是正しな

い場合、四国地方整備局に対し書面で通知することにより、本契約の全部を解除して、

契約を終了することができるものとする。 

２ 四国地方整備局及び事業者は、前項の規定により契約を終了した場合、本契約終

了の時期の区分に応じて、次の各号に掲げる処理に従うものとする。 

(１) 当該解除が、本施設の引渡し前になされた場合 次に定める処理 

ア 四国地方整備局は、出来形部分がある場合は、本施設の出来形部分を検査の上、

相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額で、本施設の出来形部分

を買い取ること。この場合において、買取代金は、当該価格の決定後一括にて支

払うことを原則とするが、四国地方整備局の支払いに関する予算措置の必要性等

に鑑み、契約解除等における支払条件については、四国地方整備局及び事業者の

協議により決定するものとする。 

イ 四国地方整備局は、アに規定する買取代金のほか、事業者の受託者又は請負人

との契約解除により事業者に生じる手数料、違約金、事業者が得られていたはず

の契約解除以降３年分の逸失利益、当該買取代金によっては填補
て ん ほ

されない費用そ

の他の損失のうち四国地方整備局の不履行と相当な因果関係の範囲にある保険に

より填補
て ん ほ

されるべき金額を控除した合理的な金額及び当該額に係る消費税等相当

額の合計額を事業者と協議の上、事業者に支払うこと。この場合において、当該

支払いは、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、四国地方整備

局の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件に

ついては、四国地方整備局及び事業者の協議により決定するものとする。 

ウ 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、四国地方整

備局が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。 

(２) 当該解除が、本施設の引渡し後になされた場合 次に定める処理 

ア 四国地方整備局は、本施設の所有権を引き続き保有することを前提として、事

業者に対し、本施設の設計及び工事業務のサービスの対価のうち、本契約の解除

までに発生する割賦手数料相当額を含む事業者に未払いの金額相当額に消費税等

相当額を加えた額を支払うこと。この場合において、当該支払いは、当該金額の

決定後一括にて支払うことを原則とするが、四国地方整備局の支払いに関する予

算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、四国地方整

備局及び事業者の協議により決定するものとする。 
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イ 四国地方整備局は、アに規定する債務のほか、事業者の維持管理業務の受託者

の契約解除により事業者に生じる手数料、違約金、事業者が得られていたはずの

契約解除以降３年分の逸失利益その他の損失のうち四国地方整備局の不履行と相

当な因果関係の範囲にある保険により填補
て ん ほ

されるべき金額を控除した合理的な金

額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を事業者と協議の上、事業者に支払

うこと。この場合において、当該支払いは、当該金額の決定後一括にて支払うこ

とを原則とするが、四国地方整備局の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、

契約解除等における支払条件については、四国地方整備局及び事業者の協議によ

り決定するものとする。 

ウ 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、四国地方整

備局が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。 

 

（四国地方整備局の公益上の事由による契約終了） 

第７８条 四国地方整備局は、本事業の実施の必要が無くなった場合又は本施設の転

用が必要となった場合には、事業者に対し１８０日以上前に書面で通知することにより、

本契約の全部を解除して終了させることができるものとする。 

２ 四国地方整備局及び事業者は、本契約が、前項の規定により終了した場合、前条

第２項を準用して適切に処理するものとする。 
 
（法令変更又は不可抗力等による場合の契約の終了） 

第７９条 法令変更又は不可抗力により、本事業の実施の継続が著しく困難若しくは

不可能なとき又は本事業の実施に過大な費用を要すると認められる場合で四国地方整備

局及び事業者との間の協議が整わないときは、四国地方整備局は、本契約の全部を解除

して終了させることができるものとする。 

２ 前項の規定により本契約の全部が終了する場合には、四国地方整備局及び事業者

は、次の各号に掲げる本契約終了の時期の区分に応じて、当該各号に掲げる処理に従

うものとする。 

(１) 当該解除が、本施設の引渡し前になされた場合 次に定める処理 

ア 四国地方整備局は、出来形部分がある場合には、本施設の出来形部分を検査の

上、保険により填補
て ん ほ

されるべき金額を控除した相当する金額及び当該額に係る消

費税等相当額の合計額で、本施設の出来形部分を買い取ること。この場合におい

て、買取代金は、当該価格の決定後一括にて支払うことを原則とするが、四国地

方整備局の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払

条件については、四国地方整備局及び事業者の協議により決定するものとする。 

イ 四国地方整備局は、アに規定する買取代金のほか、事業者の受託者又は請負人

との契約解除により事業者に生じる手数料、違約金、当該買取代金によっては

填補
て ん ほ

されず、かつ、事業者に係る逸失利益を含まない費用及び当該額に係る消費

税等相当額の合計額のうち、当該法令変更、不可抗力等との相当な因果関係の範

囲にある保険により填補
て ん ほ

されるべき金額を控除した合理的な金額及び当該額に係

る消費税等相当額の合計額について、事業者と協議の上、事業者に支払うこと。

この場合において、当該支払いは、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則
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とするが、四国地方整備局の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解

除等における支払条件については、四国地方整備局及び事業者との協議により決

定するものとする。 

ウ 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、四国地方整

備局が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。 

(２) 当該解除が、本施設の引渡し後になされた場合 次に定める処理 

ア 四国地方整備局は、本施設を引き続き保有又は所有権を留保することとして、

事業者に対し本施設の設計及び工事業務のサービスの対価のうち、事業者に本契

約の解除までに発生する割賦手数料相当額を含む未払の金額相当額を支払うこと。

この場合において、当該支払いは、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則

とするが、四国地方整備局の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解

除等における支払条件については、四国地方整備局及び事業者との協議により決

定するものとする。 

イ 四国地方整備局は、アに規定する債務のほか、事業者の維持管理業務の受託者

又は請負人との契約解除により事業者に生じる手数料、違約金、当該買取代金に

より填補
て ん ほ

されない事業者に係る逸失利益を含まない費用及び当該額に係る消費税

等相当額の合計額のうち、当該法令変更、不可抗力等と相当な因果関係の範囲に

ある保険により填補
て ん ほ

されるべき金額を控除した合理的な金額及び当該額に係る消

費税等相当額の合計額について、事業者と協議の上、事業者に支払うこと。この

場合において、当該支払いは、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とす

るが、四国地方整備局の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等

における支払条件については、四国地方整備局及び事業者の協議により決定する

ものとする。 

ウ 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、四国地方整

備局が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。 
 
（保全義務） 

第８０条 事業者は、契約解除の通知の日から本契約の解除に伴う引渡しまで又はに

よる法令変更又は不可抗力により、本事業の実施の継続が著しく困難若しくは不可能な

とき又は本事業の実施に過大な費用を要すると認められる場合で四国地方整備局及び事

業者との間の協議が整わないときは、四国地方整備局は、本契約の全部を解除して終了

させることができるものとする。 
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第１０章 法令変更 

 
（法令変更に係る通知の付与） 

第８１条 事業者は、法令変更により、次の各号のいずれかに該当し、又は、該当す

るおそれがあると認められる場合は、速やかにその内容の詳細を記載した書面により四

国地方整備局に対し通知しなければならない。 

(１) 契約関係書類に従って本事業の工事業務を実施できなくなった場合又はその実

施に当たり過分の費用を要すると認められる場合 

(２) 契約関係書類又は維持管理業務仕様書に従って本施設の維持管理業務を実施で

きなくなった場合、若しくはその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場

合 

２ 四国地方整備局及び事業者は、前項に規定する通知がなされた時点以降、本契約

に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合は、履行期日における義

務が当該適用法令に違反する限りにおいて、その履行義務を免れるものとする。この

場合において、四国地方整備局又は事業者は、相手方に生じる損害を最小限に抑える

よう努力しなければならない。 
 
（法令変更に係る協議及び追加費用の負担） 

第８２条 四国地方整備局は、事業者から前条第１項の規定による通知を受領したと

きは、直ちに、調査を行い、当該通知の内容が事実と合致しているか否かについて確認

した上で、当該法令変更に対応するために、速やかに本契約及び設計図書等の変更並び

に必要な追加費用の負担について、事業者と協議するものとする。 

２ 前項の協議にかかわらず、新設又は改廃された法令の施行の日から３０日以内に

本契約等の変更及び必要な追加費用の負担についての合意が成立しない場合には、四

国地方整備局は、その対応方法を決定し、事業者に通知するものとし、事業者はこれ

に従わなければならない。 

３ 前項により四国地方整備局が決定した対応方法による追加費用については、当該

法令変更が本事業に直接関連する租税に係る法令以外の法令変更、消費税等に関する

法令変更の場合は、四国地方整備局が負担するものとする。 

４ 四国地方整備局は、法令等の変更等により本事業に係る事業者の費用が減少する

と合理的に見込まれる場合には、合理的な金額の範囲内で事業費を減額することがで

きる。 

５ 四国地方整備局は、法令等の変更等により本施設の引渡しの遅延が避けられない

場合には、事業者と協議の上、引渡予定日を変更するものとする。 
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第１１章 公租公課 

 
（公租公課の負担） 

第８３条 本契約に関連して生じる公租公課は、本契約に別段の定めがある場合を除

き、全て事業者の負担とし、四国地方整備局は、本契約の定めに従いサービスの対価を

支払うほか、本契約に関連して生じる公租公課を別途負担しないものとする。 
 

第１２章 臨機の措置 

 
（臨機の措置） 

第８４条 事業者は、災害防止等のために必要があると認められるときは、臨機の措

置をとらなければならない。この場合、必要があると認めるときは、事業者は、あらか

じめ四国地方整備局の意見を聴かなければならない。ただし、緊急でやむを得ない事情

があるときは、この限りではない。 

２ 前項の場合において、事業者は、そのとった措置の内容を四国地方整備局に直ち

に報告しなければならない。 

３ 四国地方整備局は、災害防止その他本事業に関連して特に必要があると認められ

るときは、事業者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 

４ 事業者が第１項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措

置に要した費用のうち、事業者が事業費の範囲において負担することが明らかに適当

でないと認められる部分については、四国地方整備局が負担する。 
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第１３章 不可抗力 

 
（不可抗力に係る通知の付与） 

第８５条 事業者は、不可抗力により、次の各号のいずれかに該当し、又は該当する

おそれがあると認められる場合は、その内容の詳細を記載した書面により四国地方整備

局に対し通知しなければならない。 

(１) 契約関係書類に従って本事業の工事業務を実施できなくなった場合又はその実

施に当たり過分の費用を要すると認められる場合 

(２) 契約関係書類又は維持管理業務仕様書に従って本施設の維持管理業務を実施で

きなくなった場合、若しくはその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場

合 

２ 四国地方整備局及び事業者は、不可抗力により履行できなくなった義務を免れる

ものとする。この場合において、四国地方整備局又は事業者は、相手方に生じる損害

を最小限に抑えるよう努力しなければならない。 
 
（不可抗力に係る協議及び追加費用の負担） 

第８６条 四国地方整備局は、事業者から前条第１項の規定による通知を受領したと

きは、直ちに調査を行い、当該通知の内容が事実と合致しているか否かについて確認し

た上で、当該状況に対応するために、速やかに本契約及び設計図書等の変更並びに修繕

及び必要な追加費用等の負担（以下「対応策等」という。）について、事業者と協議す

るものとする。 

２ 前項の協議にかかわらず、協議を開始した日から１４日以内に対応策等について

の合意が成立しない場合には、四国地方整備局は、対応策等を決定して事業者に通知

するものとし、事業者は、これに従わなければならない。 

３ 前項により四国地方整備局が決定した対応策等の費用負担は次の各号のとおりと

する。 

(１) 本施設の引渡し前においては、当該費用のうち、第三者による損害賠償、保険

又は政府による支援等により填補
て ん ほ

されなかった費用のうち、別紙５に記載する

「PFI 事業費の算定及び支払い方法」の「①設計及び工事業務のサービスの対価」

のうち、「ア施設費」における調査・設計費及び工事費に相当する金額及び当該額

に係る消費税等相当額の合計額の１００分の１相当額に至るまでの費用は、事業者

が負担するものとし、残額を四国地方整備局の負担とすること。 

(２) 本施設の引渡し後においては、当該費用のうち、第三者による損害賠償、保険

又は政府による支援等により填補
て ん ほ

されなかった費用のうち、別紙５に記載する

「PFI 事業費の算定及び支払い方法」の「②維持管理業務のサービスの対価」のう

ち、各事業年度の「ウ維持管理費」に相当する金額及び当該額に係る消費税等相当
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額の合計額の１００分の１相当額に至るまでの費用は、事業者が負担するものとし、

残額を四国地方整備局の負担とすること。この場合において、同一事業年度内に数

回にわたる負担が必要となったときには、事業者は、維持管理費に相当する金額及

び当該額に係る消費税等相当額の合計額の１００分の１を上限として負担すること。 

(３) 前２号の規定にかかわらず、事業者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに

より当該費用が発生した場合及び事業者が付保義務のある保険の購入又は維持を怠

ったことにより当該費用が保険により填補
て ん ほ

されない場合は、当該費用全額を事業者

が負担しなければならない。 

４ 四国地方整備局は、不可抗力により本事業に係る事業者の費用が減少すると合理

的に見込まれる場合には、合理的な金額の範囲内で事業費を減額することができる。 
 
（不可抗力への対応） 

第８７条 四国地方整備局及び事業者は協力して、前条第１項による対応策等が決定

されるまでの間、不可抗力による本事業への影響を早期に除去し、損害を最小限に抑え

るよう、適切な対応を行わなければならない。 
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第１４章 監視職員 

 
（監視職員） 

第８８条 四国地方整備局は、監視職員を置いたときは、その日から１４日以内に、

その氏名を事業者に通知するものとする。また、監視職員を変更したときも変更した日

から１４日以内に、その氏名を事業者に通知するものとする。 

２ 監視職員は、本契約の他の条項に定めるもの及び本契約に基づく四国地方整備局

の権限とされる事項のうち、四国地方整備局が必要と認めて監視職員に委任する次の

各号に掲げる権限を有するものとする。 

(１) 本事業の適正かつ確実な実施についての事業者に対する請求、勧告、通知、承

諾、確認、指示又は協議 

(２) 事業者により提供される本事業の実施にかかる要求水準の達成状況の監視 

(３) 本契約の義務の履行に係る本事業の実施状況の監視 

(４) 事業者の財務状況及び選定企業等との契約内容の監視 

(５) 事業者が作成及び提出した資料の確認 

３ 四国地方整備局は、２人以上の監視職員を置き、前項に掲げる権限を分担させた

場合には、それぞれの監視職員の有する権限の内容を事業者に通知するものとする。

また、本契約に基づく四国地方整備局の権限の一部を監視職員に委任した場合には、

当該委任した権限の内容を事業者に通知するものとする。 

４ 第２項の規定に基づく監視職員の請求、勧告、通知、確認、承諾、指示又は協議

は、原則として書面により行わなければならないものとする。 

５ 四国地方整備局が監視職員を置いた場合には、本契約に定める四国地方整備局に

対する請求、通知、報告、申出等は、監視職員を経由して行うものとする。この場合

において、監視職員に請求、通知、報告、申出等が到達した日をもって四国地方整備

局に到達したものとみなす。 

６ 四国地方整備局が監視職員を置かない場合には、本契約に定める監視職員の権限

は、四国地方整備局に帰属するものとする。 

 

第１５章 事業者の総括代理人 

 
（総括代理人の設置） 

第８９条 事業者は、総括代理人を置くものとし、その氏名その他必要な事項を直ち

に四国地方整備局に通知しなければならない。総括代理人を変更したときも同様とする。 
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２ 総括代理人は、本契約の履行に関し、次の各号に掲げる権限を除く、本契約に基

づく事業者の一切の権限を行使することができるものとする。 

(１) 契約金額の変更 

(２) 契約金額の請求及び受領 

(３) 第９０条第１項の請求の受理 

(４) 第９０条第２項の決定及び通知 

(５) 契約の解除 

３ 事業者は、本契約に定める請求、通知、報告、申出、確認及び解除を、総括代理

人を経由して行い、四国地方整備局は、本契約に定める請求、通知、報告、申出、確

認及び承諾等を、総括代理人を経由して行う。 
 
（総括代理人等の変更） 

第９０条 四国地方整備局は、総括代理人がその職務の執行につき、本事業の適正か

つ確実な実施を確保するために著しく不適当と認められる場合には、事業者に対して、

その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

２ 事業者は、前項の請求があった場合には、当該請求に係る事項について決定し、

その結果について請求を受けた日から７日以内に四国地方整備局に通知しなければな

らない。 

３ 事業者は、監視職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められる場合には、

四国地方整備局に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきこ

とを請求することができる。 

４ 四国地方整備局は、前項の請求があった場合には、当該請求に係る事項について

決定し、その結果について請求を受けた日から７日以内に事業者に通知しなければな

らない。 
 

第１６章 関係者協議会 

 
（関係者協議会の設置） 

第９１条 四国地方整備局及び事業者は、本事業に関する協議を行うために、関係者

協議会を設置する。 

２ 四国地方整備局及び事業者は、本契約の締結後、速やかに、関係者協議会の組織

及び運営に必要な事項を定めるものとする。 

３ 四国地方整備局は、必要に応じて関係者協議会を招集するものとする。 
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４ 事業者は、必要があると判断したときは、四国地方整備局に対し関係者協議会の

招集を請求することができる。 
 
（関係者協議会の構成員） 

第９２条 関係者協議会は、四国地方整備局及び事業者の代表者各３名程度により構

成されるものとする。ただし、四国地方整備局及び事業者は、関係者協議会における協

議により、構成員数を変更することができるものとする。 

２ 四国地方整備局及び事業者は、必要に応じて職員、役員、従業員及びその他の者

を関係者協議会に出席させることができるものとする。 

３ 四国地方整備局及び事業者が必要と判断した場合には、関係者協議会の構成員は、

各自が第三者を関係者協議会に招致し、関係者協議会の意思決定に際して、その第三

者の意見を聴取することができるものとする。 
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第１７章 表明保証及び誓約 

 
（事業者による事実の表明保証及び誓約） 

第９３条 事業者は、四国地方整備局に対して、本契約の締結日現在において、次の

各号に掲げる事実を表明し、それらがいずれも真実かつ正確であることを保証する。 

(１) 事業者は、日本法の下で適法に設立され、有効に存続する株式会社であり、本

契約を締結し、本契約に基づく義務を履行するために必要な権利能力及び行為能力

を有していること。 

(２) 事業者による本契約の締結及び履行に関して、事業者に対し適用のある法令等、

事業者の定款その他の社内規則上必要とされる事業者の一切の手続きが有効に履践

されており、これらの手続に関する違反がないこと。 

(３) 事業者の定款の目的が、本事業の遂行に限定されていること。 

(４) 事業者による本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行が、事業者に適用の

ある法令等に違反せず、又は事業者が当事者であり若しくは事業者が拘束される契

約その他の合意に反しないこと。 

(５) 本契約上の事業者の義務は、適法、有効かつ法的に拘束力のある事業者の義務

であり、かつ本契約の各規定に従って事業者に対して執行可能であること。 

２ 事業者は、四国地方整備局の事前の承諾なくして、定款の変更、重要な資産の譲

渡、解散、合併、事業譲渡・譲受、会社分割、株式交換、株式移転又は組織変更を行

わないこと、基本協定書に基づいて構成員が四国地方整備局に提出した出資者誓約書

の内容に虚偽のないこと及び事業者の代表者、取締役その他の役員又は商号に変更が

あった場合には、直ちに四国地方整備局に対して通知することを誓約する。 
 
（四国地方整備局による事実の表明保証） 

第９４条 四国地方整備局は、事業者に対して、本契約の締結日現在において、次の

各号に掲げる事実を表明し、それらがいずれも真実かつ正確であることを保証する。 

(１) 四国地方整備局は本契約を締結し、本契約に基づく義務を履行するために必要

な権利能力及び行為能力を有していること。 

(２) 四国地方整備局による本契約の締結及びその履行に関して、四国地方整備局に

対し適用のある法令等及び四国地方整備局の内規上必要とされる一切の手続が有効

に履践されており、これらの手続に関する違反がないこと。 

(３) 四国地方整備局による本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行が、四国地

方整備局に適用のある法令等に違反せず、又は四国地方整備局が当事者であり若し

くは四国地方整備局が拘束される契約その他の合意に反しないこと。 
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(４) 本契約上の四国地方整備局の義務は、適法、有効かつ法的に拘束力のある四国

地方整備局の義務であり、かつ本契約の各規定に従って四国地方整備局に対して執

行可能であること。 
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第１８章 その他 

 
（契約上の地位の譲渡等） 

第９５条 事業者は、事前に四国地方整備局の書面による承諾がある場合を除き、本

契約上の地位及び権利義務を第三者に譲渡若しくは継承し、又は担保に供するその他の

処分をしてはならない。ただし、法令等に反しない範囲で、事業者が金融機関等に対し

て担保権を設定する場合は、四国地方整備局は、不合理に書面による承諾を留保し、拒

絶し、又は遅延してはならない。 
 
（株主の制限） 

第９６条 事業者は、事前の四国地方整備局の書面による承諾がある場合を除き、株

式の譲渡を承認してはならず、かつ、株式を第三者に譲渡してはならない。さらに、事

業者は事前の四国地方整備局の書面による承諾がある場合を除き、本契約締結日現在の

出資者以外の者に対して新株、新株予約権、新株予約権付社債その他事業者の株主構成

割合に変更をもたらす可能性のある証券の割り当てを行ってはならず、かつ、事業者の

新株引受権を出資者以外の者に対して与えてはならない。 
 
（担保権の設定） 

第９７条 事業者は、事前の四国地方整備局の書面による承諾がある場合を除き、事

業者の所有する設備、機器等を譲渡し、又はこれに担保権を設定してはならない。ただ

し、法令等に反しない範囲で、事業者が金融機関等に対して担保権を設定する場合、四

国地方整備局は、不合理に書面による承諾を留保し、拒絶し、又は遅延してはならない。 
 
（秘密保持） 

第９８条 四国地方整備局及び事業者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘

密及び事業者が本事業の実施を通じて知り得た情報を第三者に漏らしてはならず、かつ、

本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、四国地方整備局及び事業者が

認めた場合、若しくは四国地方整備局又は事業者が、法令等又は監督官庁からの要請に

基づき開示する場合は、この限りでない。 
 
（著作権の利用等） 

第９９条 事業者は、四国地方整備局に対し、本施設の維持管理・運営、広報等に必

要な範囲において、成果物（設計図書その他の事業者が本契約又は四国地方整備局の請

求により四国地方整備局に提出した一切の書面、写真、映像等をいう。本条において同

じ。）を四国地方整備局が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正を行う

こと又は四国地方整備局の委託した第三者に複製させ、若しくは翻案、変形、改変その

他の修正を行わせることを許諾する。 
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２ 事業者は、四国地方整備局に対し、本施設を写真、模型、絵画その他の媒体によ

り表現するために、本施設の撮影等を許諾する。 

３ 事業者は、四国地方整備局に対し、成果物又は本施設の内容を自由に公表するこ

とを許諾する。 

４ 事業者は、次の各号にあげる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、四国

地方整備局の承諾を得た場合は、この限りでない。 

(１) 成果物又は本施設の内容を公表すること。 

(２) 本施設に事業者の実名又は変名を表示すること。 

５ 事業者は、第１項の場合において、著作権法第１９条第１項及び第２０条第１項

の権利を行使せず、かつ、役員等に行使させないものとする。 

６ 事業者は、成果物又は本施設に係る著作権法第２章及び第３章に規定する事業者

の権利を譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、四国地方整備局

の承諾を得た場合は、この限りでない。 

７ 事業者は、本契約の履行に当たり、第三者の有する知的財産権（知的財産基本法

（平成１４年法律第１２２号）第２条第２項に規定する知的財産権をいう。次項にお

いて同じ。）を侵害するものでないことを、四国地方整備局に対して保証する。 

８ 成果物又は本施設が第三者の有する知的財産権を侵害した場合において、当該第

三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、事

業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。 

９ 本条の規定は、本契約の終了後もなお効力を有するものとする。 
 
（本契約の変更） 

第１００条 本契約（別紙を含む。）の変更は、四国地方整備局及び事業者の書面によ

る合意によらない限り、効力を生じない。 
 
（準拠法） 

第１０１条 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。 
 
（管轄裁判所） 

第１０２条 本契約に起因する紛争に関する訴訟については、高松地方裁判所を第一審

の専属的合意管轄裁判所とする。 
 
（疑義の決定） 

第１０３条 本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、

四国地方整備局及び事業者が誠実に協議の上、これを決定するものとする。 
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別紙１ 契約金額の内訳 
 

表１ 設計及び工事業務のサービスの対価の金額及び支払スケジュール（円） 

支払時期 ○アE

A割賦原価 
A○イE

A消費税及び 
地方消費税 
相当額 

A○ウE

A割賦手数料 
（非課税） 

A○エE

A税抜計 
（=○ア +○ウ） 

○オ E

A税込計 
(=A○ア E

A+ A○イE

A+A○ウE

A) 

平成 34年 4月      
平成 35年 4月      
平成 36年 4月      

平成 37年 4月      

平成 38年 4月      

平成 39年 4月      

平成 40年 4月      

平成 41年 4月      

平成 42年 4月      

平成 43年 4月      

事業期間合計 
A○カE

A      A○キE

A      A○クE

A      A○ケE

A      A○コE

A      

 
表２ 維持管理業務費の金額及び支払スケジュール（円） 

支払時期 
A○サE

A維持管理費 
A○シE

A消費税及び 
地方消費税相当額 

A○スE

A税込合計 

（=○サ+○シ） 

平成 35年 4月    

平成 36年 4月    

平成 37年 4月    

平成 38年 4月    

平成 39年 4月    

平成 40年 4月    

平成 41年 4月    

平成 42年 4月    

平成 43年 4月    

平成 44年 4月    

事業期間合計 ○セE A○ソE A○タE 
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表３ その他の費用の金額及び支払スケジュール（円） 

支払時期 ㋠その他費用 
㋡消費税及び 

地方消費税相当額 
㋢税込合計 

（=㋠+㋡） 

平成 35年 4月    

平成 36年 4月    

平成 37年 4月    

平成 38年 4月    

平成 39年 4月    

平成 40年 4月    

平成 41年 4月    

平成 42年 4月    

平成 43年 4月    

平成 44年 4月    

事業期間合計 ㋣ ㋤ ㋥ 
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別紙２ 用語の定義（第１章関係） 
 
本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとする。 

 
（１） 「入札説明書等」とは、平成２９年１０月３１日に四国地方整備局が公表した

東石井・天山地区電線共同溝ＰＦＩ事業入札説明書及び入札公告後に上記資料に関

して受けつけた質問に対する四国地方整備局の回答をいう。 
（２） 「要求水準書等」とは、平成２９年１０月３１日に四国地方整備局が公表した

東石井・天山地区電線共同溝ＰＦＩ事業要求水準書、添付資料及び入札公告後に上

記資料に関して受けつけた質問に対する四国地方整備局の回答をいう。 
（３） 「事業者提案」とは、事業者が、四国地方整備局に提出した提案書及び交渉時

に提出された提案図書による提案をいう。 
（４） 「設計図書等」とは、事業者が作成する本施設の設計に係る一切の書類をいう。 
（５） 「本事業」とは、四国地方整備局が民間資金等の活用による公共施設等の整備

等の促進に関する法律（平成１１年法律第１１７号。以下「ＰＦＩ法」という。）

に基づき、特定事業として選定した東石井・天山地区電線共同溝ＰＦＩ事業をいう。 
（６） 「事業契約書等」とは、東石井・天山地区電線共同溝ＰＦＩ事業契約書及び事

業契約約款並びにその事業契約の締結以降に、本事業に関し、四国地方整備局及び

事業者の合意を記載した一切の書類をいう。 
（７） 「契約関係書類」とは、事業契約書等、要求水準書等、入札説明書等、事業者

提案及び設計図書等をいう。 
（８） 「維持管理対象施設」とは、上り線・下り線・横断部の電線共同溝（管路部・

特殊部）をいう。 
（９） 「単独企業」とは、本事業に関する入札手続において競争参加資格の確認を受

けた応募企業をいう。 
（１０）「企業体」とは、本事業に関する入札手続において競争参加資格の確認を受け

た複数の企業によって構成された応募グループをいう。 
（１１）「代表企業」とは、本事業に関する入札手続において競争参加資格の確認を受

けた応募グループの中から代表となる企業をいう。 
（１２）「構成員」とは、本事業に関する入札手続において競争参加資格の確認を受け

た応募グループを構成する企業をいう。 
（１３）「設計企業」とは、本契約に定める「設計業務」を「事業者」から直接受任し、

又は請け負う者をいう。 
（１４）「工事監理企業」とは、本契約に定める「工事監理業務」を「事業者」から直

接受任し、又は請け負う者をいう。 
（１５）「工事企業」とは、本契約に定める「工事業務」を「事業者」から直接受任し、

又は請け負う者をいう。 
（１６）「維持管理企業」とは、本契約に定める「維持管理業務」を「事業者」から直

接受任し、又は請け負う者をいう。 
（１７）「工事業務」とは、本施設の工事、既存支障施設の移設・解体撤去・復旧、近

隣対応・対策、電波障害、所有権設定及びその他一切の関連業務をいう。 
（１８）「工事等」とは、本施設の工事、既存支障施設の移設・解体撤去・復旧工事を

いう。 
（１９）「工事着手日」とは、事業者が本事業の工事等に着手する日をいう。 
（２０）「監視職員」とは、事業者による本事業の適正かつ確実な履行を確保するため

に四国地方整備局の定めるところにより設置する「職員」をいう。 
（２１）「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、騒乱、

暴動その他自然的又は人為的な現象のうち、通常の予見可能な範囲外のもの（事業

者が、善良な管理者の注意義務を尽くしても回避できない第三者による損害を含
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む。）であって、四国地方整備局及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできな

いものをいう。 
（２２）「サービスの対価」とは、契約に基づく事業者の債務履行に対し、別紙５に記

載する「PFI 事業費の算定及び支払い方法」に従って四国地方整備局が支払う対価

をいう。 
（２３）「施工計画書」とは、事業者が作成予定の本施設の工事等に係る施工手順及び

施工方法を記載した書類をいう。 
（２４）「完成図書」とは、事業者が作成する本施設の完成に係る一切の書類をいう。 
（２５）「事業年度」とは、毎年４月１日から始まる１年間をいう。 
（２６）「業務開始予定日」とは、設計業務、工事業務、維持管理業務それぞれについ

て、事業者の提案に基づいて四国地方整備局が決定した日をいう。 
（２７）「引渡し日」とは、事業者が四国地方整備局に本施設を実際に引き渡す日をい

う。 
（２８）「事業費」とは、四国地方整備局が事業者に支払う本事業の実施によるサービ

スの対価の総額をいい、その算定方法は本契約別紙５「PFI 事業費の算定及び支払

い方法」によるものとする。 
（２９）「施設費」とは、四国地方整備局が事業者に支払う事業費のうち設計及び工事

業務の実施によるサービスの対価をいい、その内容は本契約別紙５に記載する「PFI
事業費の算定及び支払い方法」によるものとする。 

（３０）「工事費」とは、本契約別紙５「PFI 事業費の算定及び支払い方法」に定める

施設費のうち、調査・設計費、工事監理費、事業者の開業に伴う諸費用、建中利息、

融資組成手数料、その他施設整備に関する初期投資と認められる費用を除いた費用

とする。 
（３１）「割賦手数料」とは、施設費を元本とする元利均等払いを前提とする割賦利率

により算定される利息の額をいい、資金調達に必要な融資等に係る金利等を含むも

のをいう。 
（３２）「割賦利率」とは、基準金利と事業者提案に記載された利ざやを合計した、割

賦手数料の料率をいう。 
（３３）「契約解除等における支払条件」とは、第７６条から第７９条に規定する四国

地方整備局の支払いのうち、契約書に定める支払スケジュールを変更することによ

り必要となる手数料相当額を含む具体的な支払時期、支払い方法をいう。 
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別紙３ 事業者が付す保険等 
 

〔「入札説明書等」の資料 4による。〕 
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別紙４ 業績等の監視及び改善要求措置要領 
 

〔「入札説明書等」の資料 5による。〕 
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別紙５ PFI事業費の算定及び支払い方法 
 

〔「入札説明書等」の資料 6による。〕 
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別紙６ 不可抗力による費用分担 

 

 本契約第１３章第８６条に定める「不可抗力」による費用分担は以下のとおりとす

る。 

 

１．不可抗力の定義 
天災その他自然的又は人為的な事象であって、四国地方整備局及び事業者のいず

れにもその責を帰すことの出来ない事由（経験ある四国地方整備局及び事業者側の

責任者によっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害、又は傷害発

生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事由）をいう。なお、不可抗力

の具体例としては以下のとおり。 
（１）天災 

地震、津波、噴火、火砕流、落雷、暴風雨、洪水、内水氾濫、土石流、高潮、異

常潮位、高波、豪雪、なだれ、異常降雨、土砂崩壊等。ただし、設計基準等が事前

に定められたものについては当該基準を超える場合とする。 
（２）人為的事象 

戦争、戦闘行為、侵略、外敵の行動、テロ、内乱、内戦、反乱、革命、クーデタ

ー、騒擾、暴動、労働争議等。 
（３）その他 

放射能汚染、航空機の落下及び衝突、航空機等による圧力波、類焼、類壊、放火、

第三者の悪意及び過失、公権力による占拠、解体、撤去、差し押さえ等。 
 
２．不可抗力による損失及び損害の範囲 

不可抗力による損失及び損害の範囲は以下のとおりとする。 
① 工事期間（工事業務の「着工日」から「本施設」の引渡しまでの期間をいう。以

下同じ。）及び「維持管理期間」の変更、延期及び短縮に伴う「施設費」、「維

持管理費」及び「その他の費用」（金利及び物価変動を含む。） 
② 原因、被害状況調査及び復旧方法検討等に必要な調査研究費用、再調査・設計及

び設計変更等に伴う追加費用 
③ 損害防止費用、損害軽減費用、応急処置費用 
④ 損壊した施設及び設備の修復及び復旧費用、残存物及び土砂等の解体、撤去及び

清掃費用、工事用機械及び設備、仮工事、仮設建物等の損傷・復旧費用 
⑤ 工事期間及び「維持管理期間」の変更に伴う各種契約条件変更及び解除に伴う追

加費用（合理的な金融費用、違約金を含む。） 
⑥ 工事期間及び「維持管理期間」の変更、延期及び短縮に伴う事業者の間接損失及

び出費（経常費、営業継続費用等。ただし、事業者の期待利益は除く。） 
 
３．不可抗力による追加費用及び損害額の分担 
（１）工事期間中の損害分担 
① 工事期間中に発生した「不可抗力」による追加費用及び損害額（事業者が「不可

抗力」により保険金を受領した場合の当該保険金額を除く。）については、「施

設費」の１％相当額に至るまでは事業者がこれを負担し、１％を超える額につい

ては四国地方整備局が負担する。 
② 上記①の追加費用及び損害額には、「本工事」の遅延又は中断、本契約の解除に

伴う各種追加費用、「本施設」の損傷復旧費用、仮工事、仮設備、建設用機械設

備の損傷・復旧費用、排土費用、残存物撤去費用、除染費用、損害防止費用等の

うち、合理的と判断される費用を含む。 
③ 数次にわたる「不可抗力」により、上記①の追加費用及び損害額が集積した場合

は、上記①の１％の事業者負担は追加費用及び損害額の累計額に対して適用する。 
（２）「維持管理期間」中の損害分担 
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① 「維持管理期間」中に発生した「不可抗力」による追加費用及び損害額（事業者

が当該「不可抗力」により保険金を受領した場合の当該保険金額を除く。）につ

いては、「不可抗力」の事由１件ごとに、「不可抗力」の事由の発生した年度に

おける「維持管理費」の１％相当額に至るまでは事業者がこれを負担し、１％を

超える額についてはこれを四国地方整備局が負担する。 
② 上記①の追加費用及び損害額には、「維持管理業務」の遅延又は中断、本契約の

解除に伴う各種追加費用、「維持管理対象施設」の損傷・復旧費用、残存物撤去

費用、損害防止費用等のうち、合理的と判断される費用を含む。 
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別紙７ 再計算の利息の算定にかかる「割賦利率」 

 

 「割賦利率」は(1)「基準金利」と(2)利ざやの和で構成される。 
 
１．基準金利 

支払い方法に応じ、別紙 5 における「基準金利」の算定方法に従い、再算定する。 
 

２．利ざや 
契約解除の事由により以下のように定める。 
(1)本契約第９章第７６条による解除の場合、上乗せする利ざやは認めない。 
(2)本契約第９章第７７条又は第９章第７８条による解除の場合 
「事業計画書」に記載されている利ざやとする。 

(3)本契約第９章第７９条による解除の場合 
「事業計画書」に記載されている、融資者から提示のあった利ざやとする。 
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	第１６条 本業務を履行するために地元関係者との交渉等が必要な場合は、事業者が行うものとする。この場合において、事業者からの要請がある場合、四国地方整備局は事業者による地元関係者との交渉に必要な協力を行うものとする。
	第１７条 事業者がこの業務の履行に必要な調査のため、第三者が所有する土地に立ち入る必要がある場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、事業者がその承諾を得るものとする。この場合において、事業者からの要請がある場合、四国地方整備局は事業者による当該土地の所有者等の承諾を得るために必要な協力を行うものとする。
	第１８条 事業者は、本施設の設計の進捗状況に関して、定期的に四国地方整備局に対して報告を行うものとする。
	２ 四国地方整備局は、適正かつ確実な整備を確保するため、随時、本施設の設計図書等の閲覧等の確認及び業務実施状況の報告を要求することができるものとし、事業者は、四国地方整備局からのその要求に対し最大限協力するものとする。

	第１９条 四国地方整備局は、必要があると認める場合、事業者に対して書面により設計変更を要求することができるものとする。
	２ 事業者は、当該設計変更要求を受領した場合、速やかにその内容を検討し、四国地方整備局に対し検討結果を通知しなければならない。
	３ 事業者は、四国地方整備局からの設計変更要求の内容に疑義がある場合、四国地方整備局に対して協議を申し入れることができるものとする。
	４ 事業者は、四国地方整備局が提示した要求水準書等の内容の変更を伴う設計変更は行うことができないものとする。ただし、特に合理的な理由があり、かつ、事前の四国地方整備局の書面による承諾がある場合は、この限りでない。
	５ 前４項の場合の設計変更の費用及び変更による追加的費用は、当該設計変更が、四国地方整備局が提供した情報又は資料の誤り若しくは四国地方整備局の提示条件又は指示の不備・変更による場合等、四国地方整備局の責めに帰すべき事由に基づく場合には、四国地方整備局が負担し、事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合には、事業者が負担する。ただし、当該設計変更が不可抗力又は法令変更に基づく場合は、四国地方整備局が負担する。
	６ 設計変更により本施設の設計及び工事業務に係る費用が減少する場合には、四国地方整備局及び事業者は、協議により合理的な範囲内で当該費用の減少分をサービスの対価から減額するものとする。
	７ 四国地方整備局が第１項に基づき設計変更を要求したこと又は第４項の書面による承諾をしたことのいずれかを理由としても、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、四国地方整備局が、設計及び工事業務について、責任を負担するものではない。

	第２０条 事業者は、設計変更がなされたか否かを問わず、設計図書等の瑕疵等により生じた前条に規定する以外の増加費用及び損害賠償について責任を負うものとする。ただし、四国地方整備局の責めに帰すべき事由による場合及び不可抗力又は法令変更による場合は、四国地方整備局の負担とする。
	２ 前条及び前項により四国地方整備局が負担すべき増加費用等の支払時期及び支払方法は、当該費用等の金額の確定後に予算措置等必要な手続を経ることを前提として、四国地方整備局及び事業者の協議により決定するものとする。

	第２１条 事業者は、本施設の設計の完了後、速やかに設計図書等を四国地方整備局に提出しなければならない。また、四国地方整備局は、必要があると認める場合、事業者に説明を求めることができるものとし、事業者は、四国地方整備局からのその要求に対し最大限協力するものとする。
	２ 四国地方整備局は、前項に基づき提出された設計図書等について、他の契約関係書類との間に不一致又は矛盾があると認めたときは、速やかに事業者に通知するものとする。
	３ 事業者は、前項の通知を受領した場合、自己の費用で速やかに当該不一致又は矛盾を是正するための措置を執り、四国地方整備局の確認を得なければならない。ただし、四国地方整備局の責めに帰すべき事由、法令変更又は不可抗力に起因する場合は、四国地方整備局の負担とする。また、事業者は、前項の通知の内容について疑義がある場合、四国地方整備局に対して協議を申し入れることができる。
	４ 四国地方整備局が第１項に基づき設計図書等を受領したこと、第２項の通知をしないこと又は前項の確認をしたことのいずれを理由としても、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、四国地方整備局が、設計及び工事業務について、責任を負担するものではない。

	第２２条 事業者は、設計業務に係る調整業務の各主要な段階を完了した日から１４日以内に業務報告書を四国地方整備局に提出しなければならない。
	第２３条 事業者は、詳細設計の完了日から１４日以内に設計図書に基づいて、本事業における事業費の適正な管理を行うための基準となる内訳書を作成し、四国地方整備局に提出しなければならない。
	２ 四国地方整備局及び事業者は、内訳書の提出後、すみやかに、その内容について協議し、変更単価合意書を締結するものとする。
	３ 事業者は、事業費の変更があった場合には、内訳書を変更し、１４日以内に設計図書に基づいて、四国地方整備局に提出しなければならない。
	４ 第２項の規定は、事業費の変更後の単価合意の場合に準用する。その場合において、協議開始の日から１４日以内に協議が整わない場合には、四国地方整備局が定め、事業者に通知する。
	５ 事業者は、引渡し予定日の30日前までに、第１項の内訳書における費用を明確化し、その内容の確定を行うものとする。

	第２４条 事業者は、本施設の設計業務に関し、事業者の責めに帰すべき事由により、四国地方整備局又は第三者に損害を与えた場合、四国地方整備局又は第三者が被った損害を賠償するものとする。
	２ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、四国地方整備局の指示、貸与品等の性状その他四国地方整備局の責めに帰すべき事由により生じたものについては、四国地方整備局がその賠償額を負担する。ただし、事業者が、四国地方整備局の指示又は貸与品等が不適当であること等四国地方整備局の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
	３ 事業者は、設計業務の実施に必要な調査又は測量を当該現場で行う場合にあって、通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、四国地方整備局がその賠償額を負担しなければならない。ただし、事業者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、事業者が負担する。
	４ 前３項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、四国地方整備局及び事業者は協力してその処理解決にあたるものとする。


	第５章  　本施設の工事
	第１節 総則
	第２５条 事業者は、契約関係書類に従い、工事業務を行わなければならない。
	２ 施工方法その他本施設の完成のために必要な一切の手段は、事業者が、自己の責任で決定するものとする。
	３ 事業者は、四国地方整備局から本施設の工事等に係る着手の許可通知を受けた後、遅滞なく工事等に着手しなければならない。

	第２６条 四国地方整備局は、事業者の施工する工事及び四国地方整備局の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときはその施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、事業者は、四国地方整備局の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
	２ 事業者は、前項における関連業務等が実施される場合、関連業務等を実施する第三者及びその使用人に関する一切の責任を負わない。ただし、事業者による調整が不適当と認められる場合はこの限りではない。

	第２７条 事業者は、事前の四国地方整備局の書面による承諾を得た上で、本施設の工事業務の全部又は一部を第三者に請け負わせることができる。この場合において、当該第三者（以下「請負人」という。）が他の者に、請負人が請け負った工事業務の一部を請け負わせるときは、事業者は、四国地方整備局に対し当該他の者（以下「下請負人」という。）の名称その他の情報を事前に通知しなければならない。（ただし、事業者が単独企業の場合は、本施設の工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事...
	２ 事業者は、前項の規定に基づく請負契約を行う場合、当該業務請負に係る契約締結予定日の１４日前までに、四国地方整備局に対し、当該第三者の氏名又は商号及び住所等の必要な事項を記載した書面により通知するとともに、当該請負契約の内容が確認できる契約書の写しを四国地方整備局に速やかに提出し、四国地方整備局の承認を得なければならない。また、当該契約書の主たる内容を変更しようとするときも同様とする。
	３ 事業者は、第１項の規定に基づく請負に係る請負人又は下請負人の使用について、全ての責任を負わなければならない。
	４ 第１項の規定に基づく請負に係る請負人又は下請負人の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。

	第２８条 工事企業は、現場代理人及び監理技術者を工事現場に設置し、その氏名その他必要な事項を四国地方整備局に通知しなければならない。現場代理人及び監理技術者を変更したときも、同様とする。
	２ 現場代理人は、本契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うこと。
	３ 四国地方整備局は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締りに支障がなく、かつ、四国地方整備局との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
	４ 工事企業は、第２項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を四国地方整備局に通知しなければならない。
	５ 現場代理人及び監理技術者は、これを兼ねることができる。

	第２９条 事業者は、事前の四国地方整備局の書面による承諾を得た上で、本施設の工事監理業務の全部又は一部を第三者に委託することができる。（ただし、事業者が単独企業の場合は、本施設の工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事に関する工事監理業務を第三者に委託することはできない。）
	２ 事業者は、前項の規定に基づく委託を行う場合、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを四国地方整備局に速やかに提出しなければならない。
	３ 事業者は、第１項の規定に基づく委託に係る受託者の使用について、全ての責任を負わなければならない。
	４ 第１項の規定に基づく委託に係る受託者の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
	５ 事業者は、適切な工事監理者を設置し、氏名その他の必要な事項を書面によりに提出するとともに、要求水準書等に従って工事監理計画書を四国地方整備局に提出しなければならない。
	６ 事業者は、工事監理者に契約関係書類に基づく適切な工事監理を行わせなければならない。
	７ 四国地方整備局は、事業者に対し、随時本施設の工事監理業務についての報告を要求することができる。四国地方整備局が当該報告を要求したときは、事業者は、工事監理者に、四国地方整備局に対する施工の事前説明及び事後報告並びに現場での施工状況の確認等報告を行わせるものとする。
	８ 事業者は、要求水準書等に従って、工事期間中、毎月５営業日目までに当該月の前月の業務に係る工事進捗状況報告書及び工事監理報告書を四国地方整備局に対して提出しなければならない。

	第３０条 事業者は、工事企業に、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者（建設業法（昭和24年法律第100号）第２条第３項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。）を下請負人とさせてはならない。
	(１) 健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出
	(２) 厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出
	(３) 雇用保険法（昭和49年法律第116号）第７条の規定による届出
	２ 前項の規定にかかわらず、事業者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、工事企業に、社会保険等未加入建設業者を下請負人とさせることができる。
	(１) 工事企業と直接下請契約を締結する下請負人　次のいずれにも該当する場合
	ア　 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると四国地方整備局が認める場合
	イ　 四国地方整備局の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類（以下「確認書類」という。）を、事業者が四国地方整備局に提出した場合

	(２) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人　次のいずれかに該当する場合
	ア　 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると四国地方整備局が認める場合
	イ　 四国地方整備局が事業者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日（四国地方整備局が事業者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間）以内に、事業者が当該確認書類を四国地方整備局に提出した場合


	３ 事業者は次の各号に掲げる場合は、四国地方整備局の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を四国地方整備局の指定する期間内に支払わなければならない。
	(１) 社会保険等未加入建設業者が前項第１号に掲げる下請負人である場合において、同号アに定める特別の事情があると認められなかったとき又は事業者が同号イに定める期間内に確認書類が提出しなかったとき　工事企業が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の１に相当する額
	(２) 社会保険等未加入建設業者が前項第２号に掲げる下請負人である場合において、同号アに定める特別の事情があると認められず、かつ、事業者が同号イに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき　当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の５に相当する額


	第３１条 事業者は、自己の費用負担により本施設の工事等のために必要となる各種調査を実施した上で建設工事等を実施しなければならない。
	２ 事業者は、前項の各種調査を実施する場合には、調査に着手する前に調査計画書を作成し、四国地方整備局に提出しなければならない。
	３ 事業者は、事前の四国地方整備局への書面による承諾を得た上で、第１項の調査業務の全部又は一部を第三者に委託することができる。（ただし、事業者が単独企業の場合は、調査業務の全部を第三者に委託することはできない。）
	４ 事業者は、前項の規定に基づく委託を行う場合、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを速やかに四国地方整備局に提出しなければならない。
	５ 事業者は、第３項の規定に基づく委託に係る受託者の使用について、全ての責任を負わなければならない。
	６ 第３項の規定に基づく委託に係る受託者の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
	７ 事業者は、調査業務及び調査結果に係る一切の責任を負担しなければならない。
	８ 事業者の各種調査の誤り又は過失に起因して四国地方整備局又は事業者に生じた損害、損失又は費用は、事業者が負担するものとする。

	第３２条 事業者は、詳細工程表を含む施工計画書を本施設の工事等の着手前で、四国地方整備局及び事業者との協議により定める日までに四国地方整備局に提出しなければならない。事業者は、必要がある場合には、四国地方整備局と協議の上、当該施工計画書の内容を変更することができ、この場合においては、変更後の施工計画書を速やかに四国地方整備局に提出しなければならない。
	２ 四国地方整備局は、前項に基づき事業者が四国地方整備局に提出した書類が、契約関係書類との間に不一致又は矛盾があると認めた場合、速やかに事業者に書面により通知するものとする。
	３ 事業者は、前項の規定による通知を受領した場合、速やかに当該不一致又は矛盾を是正するために、当該書類を訂正する等の措置を執り、四国地方整備局の確認を得なければならない。事業者は、前項の通知の内容について疑義がある場合、四国地方整備局に対して協議を申し入れることができる。
	４ 四国地方整備局が第１項に基づき当該施工計画書を受領したこと、第２項の通知をしないこと又は前項の確認をしたことのいずれを理由としても、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、四国地方整備局が、工事業務について、責任を負担するものではない。
	５ 事業者は、工期中毎月の末日までに、翌月分に係る工事履行報告書を四国地方整備局に提出しなければならない。

	第３３条 事業者は、本施設の工事業務に関する本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得及び届出を、自己の費用及び責任において行わなければならない。
	２ 四国地方整備局は、事業者からの要請があった場合、前項の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
	３ 事業者は、四国地方整備局が行わなければならない許認可の取得及び届出のために必要な協力を四国地方整備局に求められた場合には、業務上の著しい負担及び過大な費用が発生しない限り、これに応じるものとする。

	第３４条 事業者は、自己の責任及び費用で、騒音、振動、悪臭、粉塵発生、交通渋滞その他建設工事等が近隣の生活環境に与える影響を勘案して、合理的に要求される範囲の必要な近隣対応・対策を実施し、四国地方整備局に事前にその内容及び事後にその結果を報告しなければならない。
	２ 四国地方整備局は、事業者からの要請がある場合、事業者による近隣対応・対策に対し必要な協力を行うものとする。
	３ 入札説明書等において事業者に提示した条件に対する近隣住民等の要望活動又は訴訟に起因して増加費用が生じる場合には、四国地方整備局は、事業者が負担した合理的な増加費用を負担し、事業者との協議により当該増加費用の金額及び支払方法を定める。
	４ 前項以外の近隣住民等の要望活動又は訴訟に起因して増加費用が生じる場合は、事業者が負担する。

	第３５条 事業者は、工事着手日から、本施設の最終引渡し日までの期間、工事業務の遂行に必要な範囲で、国が所有する工事用地を無償で使用することができる。
	２ 四国地方整備局は、事業者が本事業を実施するために工事用地を使用することができる状態にするものとする。
	３ 事業者は、工事期間中の工事用地の管理を善良な管理者の注意義務をもって行うものとする。
	４ 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地が不用となった場合において、当該工事用地に事業者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件（下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。）があるときは、事業者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地を修復し、取り片付けて、四国地方整備局に明け渡さなければならない。
	５ 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地の修復若しくは取片付けを行わないときは、四国地方整備局は、事業者に代わって当該物件を処分し、工事用地の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、事業者は、四国地方整備局の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、四国地方整備局の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
	６ 第４項に規定する事業者のとるべき措置の期限、方法等については、四国地方整備局が事業者の意見を聴いて定めることとする。

	第３６条 四国地方整備局は、事業者が契約関係書類に従い本施設の工事業務を実施していることを確認するために、事業者に対し説明を求めることができ、かつ、工事等の現場において、その進捗状況を立会いの上確認することができるものとする。
	２ 事業者は、前項に規定する説明及び確認の実施について、四国地方整備局に対して最大限の協力をし、請負人をして、四国地方整備局に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせなければならない。
	３ 前２項に規定する説明等の結果、事業者による工事業務が、契約関係書類を満たしていないものと認められる場合、四国地方整備局は、事業者に対してその是正を求めることができるものとする。事業者は、その要求について疑義がある場合、四国地方整備局に対して協議を申し入れることができるものとする。
	４ 四国地方整備局は、前３項に規定する立会い又は確認等の実施を理由として、本施設の工事業務の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。

	第３７条 四国地方整備局は、事業者と協議により時期を定め、主要な工程に係る工事の終了時に、書面によるほか実地における中間技術検査を実施することができる。四国地方整備局は、中間技術検査を実施する場合には、実施する日の14 日前までに事業者に対して実施する旨を通知するものとする。
	２ 四国地方整備局は、中間技術検査を実施することとしているにもかかわらず、中間技術検査を受けることなく次の工程の施工がされた場合、又は工事の施工部分が要求水準若しくは設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、その理由を事業者に通知し、当該施工部分を最小限度破壊して、確認することができる。
	３ 四国地方整備局は、中間技術検査の結果、工事の施工部分が要求水準又は設計図書に適合しないと認められる場合には、事業者に対して是正を求めることができる。
	４ 四国地方整備局は、中間技術検査を実施した事実を以て本施設の工事の全部又は一部についての責任を負わない。
	５ 事業者は、第2 項の確認及び復旧に直接要する費用又は第3 項の是正に要する費用を負担しなければならない。

	第３８条 事業者は、工事業務に係る調整業務の各主要な段階を完了した日から１４日以内に業務報告書を四国地方整備局に提出しなければならない。

	第２節 工期の変更等
	第３９条 四国地方整備局が事業者に対して工期の変更を請求した場合、四国地方整備局及び事業者は、協議により当該変更の当否を決定するものとする。ただし、当該協議が不調に終わった場合は、四国地方整備局が当該変更の当否を決定するものとし、事業者は、これに従わなければならない。
	２ 事業者が、不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により、四国地方整備局に対して工期の変更を請求した場合は、四国地方整備局は、原則として、工期の変更を承認し、四国地方整備局及び事業者は、協議により変更内容を決定するものとする。

	第４０条 四国地方整備局は、四国地方整備局の責めに帰すべき事由、不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により工期が変更され、本施設の引渡し日が予定日より遅延した場合は、当該工期の変更又は引渡し日の遅延に伴い事業者が負担した合理的な増加費用に相当する額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を事業者に支払うものとする。
	２ 事業者は、事業者の責めに帰すべき事由により工期が変更され、本施設の引渡し日が予定日より遅延した場合、当該工期の変更又は引渡し日の遅延に伴い四国地方整備局に発生した合理的な損害額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を四国地方整備局に支払うものとする。

	第４１条 四国地方整備局は、必要があると認める場合、事業者に対し、本施設の工事の中止の内容及び理由を通知したうえで、本施設の工事業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。
	２ 四国地方整備局は、前項の場合において、必要があると認めるときは、工期を変更することができる。四国地方整備局は、事業者の責めに帰すべき事由により工期を変更した場合を除き、工事業務の一時中止に伴い事業者が負担した合理的な増加費用に相当する額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を事業者に支払うものとする。


	第３節 本施設の完成等
	第４２条 事業者は、要求水準書等に従って、事業者による完成検査（導通試験を含む）及び設備機器等の試運転等を実施しなければならない。
	２ 事業者は、前項の完成検査の日程及び内容をその実施の７日前までに四国地方整備局に対して書面で通知しなければならない。また、四国地方整備局は、この完成検査に立ち会うことができるものとし、この場合、事業者は、四国地方整備局による当該立会いを拒否できない。
	３ 事業者は、四国地方整備局の立会いの有無にかかわらず、要求水準書との整合性確認結果報告書及び事業提案書との整合性確認結果報告書により本施設及び工事完成図書が要求水準書及び事業提案書に従い要求水準を達成していることの当否について検査し、四国地方整備局に対し、第１項の事業者による完成検査及び設備機器等の試運転の結果について、書面により報告するとともに、完成確認依頼書を提出しなければならない。

	第４３条 四国地方整備局又は四国地方整備局が検査を行う者として定めた職員（以下「検査職員」という。）は、本施設の引渡しに先立ち、前条に規定する事業者による完成確認依頼書を受領した日から14日以内に事業者並びに設計企業、工事企業及び工事監理企業の立会いの上、工事業務が完了し、要求水準書及び事業者提案のとおり本施設及び工事完成図書が完成していることを確認するための検査を完了し、当該検査の結果を事業者に通知する。
	２ 四国地方整備局は、前項の場合において、工事業務及び工事監理業務の実施に疑義があると認められる場合には、その理由を事業者に通知して本施設を最小限度破壊して検査することができるものとする。なお、四国地方整備局は、当該検査の実施を理由とする本施設の工事の全部又は一部についての責任を負担しないものとする。
	３ 四国地方整備局は、事業者が第1項の検査の結果、本施設又は工事完成図書について要求水準書及び事業提案書を満たさないと判断した場合には、事業者に対し是正等の適切な措置を求めることができるものとする。
	４ 事業者は、かかる請求を受けた場合には、自らの責任で速やかに是正を行い、第1項の検査を受けなければならない。ただし、是正等の内容について疑義がある場合、四国地方整備局に対して協議を申し入れることができるものとする。
	５ 事業者は、第1 項の検査、第2 項の検査及び復旧に直接要する費用又は前項の是正に要する費用を負担しなければならない。

	第４４条 四国地方整備局は、前条に定める検査の結果、本施設及び工事完成図書が要求水準書及び事業提案書のとおり完成していることを確認した場合には、当該確認の日から7日以内に、本施設及び工事完成図書についての完成通知書を事業者に対して交付する。
	２ 四国地方整備局は、前条に定める検査の結果、本施設及び工事完成図書が要求水準書及び事業提案書のとおり完成していることを確認できない場合には、前条第3項の請求に対して事業者が是正の対応を行ったことをもって、検査を完了とすることができ、前項の定めにしたがうものとする。
	３ 四国地方整備局は、事業者から提出された工事完成図書を本施設の修繕等のために使用し、かつ、必要な改変を加えることができるものとする。


	第４節 本施設の引渡し等
	第４５条 事業者は、前条に定める完成通知書を受領した後、速やかに本施設の引渡書及び工事完成図書を四国地方整備局に対して提出するとともに、四国地方整備局による部分使用がない限りにおいて本施設を未使用の状態で国に引き渡すものとする。
	２ 四国地方整備局は、前項の規定に従って、事業者から本施設及び工事完成図書の引渡しを受けた場合には、本施設及び工事完成図書に関する引渡受領書を事業者に対して交付する。
	３ 四国地方整備局は、第1項に規定された引渡しにより、本施設の所有権を取得するものとする。
	４ 事業者は、国が本施設の所有権の登記を行う場合には、これに協力するものとする。

	第４６条 四国地方整備局は、本施設の引渡し前においても、事業者の承諾を得て本施設の全部又は一部を使用することができる。
	２ 四国地方整備局は、前項の場合において、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
	３ 四国地方整備局は、第１項により本施設の全部又は一部を使用したことによって事業者に追加の費用が生じた場合には、合理的に必要な範囲においてこれを負担する。

	第４７条 四国地方整備局は、四国地方整備局の責めに帰すべき事由、不可抗力又は法令変更又は事業者の責めに帰すことのできない事由により、本施設の引渡し日が予定日より遅延した場合、当該引渡しの遅延に伴い事業者が負担した合理的な増加費用に相当する額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を事業者に支払うものとする。
	２ 事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡し日が予定日より遅延した場合、事業者は、当該引渡し日の遅延に伴い四国地方整備局に発生した合理的な損害額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を四国地方整備局に支払うものとする。

	第４８条 四国地方整備局は、本施設の引渡しを受け、その内容が契約関係書類に適合していることが四国地方整備局により確認されることを条件として、別紙５「PFI事業費の算定及び支払い方法」に規定するサービスの対価を支払うものとする。
	第４９条 四国地方整備局は、本施設又は工事完成図書にが発見されたときは、事業者に過失があるか否かにかかわらず、事業者に対して相当の期間を定めて当該の修補を請求し、又は修補に代えて、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
	２ 前項に規定するの修補又は損害賠償の請求は、本施設及び工事完成図書に係る引渡しの日から2年以内に、これを行う。ただし、そのが事業者の故意若しくは重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は10年とする。
	３ 四国地方整備局は、本施設又は工事完成図書の引渡しの際に瑕疵があることを知った場合には、第1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に対して通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、事業者がその瑕疵があることを知っていた場合には、この限りではない。
	４ 四国地方整備局は、本施設が第1項に規定されたにより滅失又は毀損した場合、第2項に定める期間内で、かつ、当該滅失又は毀損を四国地方整備局が知ったときから180日以内に、第1項に規定された権利を行使しなければならない。
	５ 第1項の規定は、本施設の瑕疵が支給材料の性質又は四国地方整備局の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、事業者がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
	６ 事業者は、第1項に定める瑕疵の修補を完了したときは、四国地方整備局による確認のため検査を受けなければならない。


	第５節 損害の発生等
	第５０条 事業者が本施設の工事業務に関し、第三者に損害を及ぼした場合、直ちに四国地方整備局へ報告の上協議し、当該損害のうち、事業者の責めに帰すべき事由によるものは、事業者が賠償し、自らの責任及び費用負担で対処しなければならない。
	２ 前項で規定された第三者の損害に関して四国地方整備局が当該第三者に対して金銭を支払った場合には、事業者は、当該金銭に相当する金額を四国地方整備局に対して補償するものとする。
	３ 事業者が本事業に関して四国地方整備局の責めに帰すべき事由により第三者が被った損害を賠償する法令等上の義務を負った場合には、四国地方整備局は、事業者が当該賠償義務を負ったことにより事業者に生じた合理的な増加費用を負担するものとする。

	第５１条 事業者は、本施設の工事期間中、別紙３「事業者が付す保険等」のうち、設計業務及び工事業務の履行に係る保険に加入、又は請負人を同保険に加入させなければならない。

	第６節 設計及び工事業務の契約保証
	第５２条 事業者は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。付された保証が第３号から第４号までのいずれかの場合にあっては、事業者が別途定める保証又は履行保証保険契約を締結した後若しくは請負人をして別途定める保証又は履行保証保険契約を締結した後、直ちにその保証証券を四国地方整備局に寄託しなければならない。
	(１) 契約保証金の納付
	(２) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
	(３) 本施設の設計及び工事業務に係る債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は四国地方整備局が確実と認める金融機関等の保証
	(４) 本契約による債務の不履行により生ずる損害をする履行保証保険契約の締結（ただし、四国地方整備局以外の者を被保険者とする場合は、保険金請求権上に、本事業に関連する四国地方整備局の事業者に対する違約金支払請求権を被担保権として、四国地方整備局を第一順位とする質権を設定することとする。なお、係る質権設定の費用は、事業者が負担しなければならない。）
	２ 前項の保証に係る契約保証金の額は、別紙５に記載する「PFI事業費の算定及び支払い方法」の「①設計及び工事業務のサービスの対価」のうち、「ア施設費」における調査・設計費及び工事費に相当する金額並びに当該額に係る消費税等相当額の合計額の１０分の１以上としなければならない。
	３ 第１項の規定により、事業者が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４号に掲げる保証保険契約を締結したときは、契約保証金の納付を免除するものとする。
	４ 契約金額の変更があった場合には、第１項に規定する保証の額が変更後の別紙５に記載する「PFI事業費の算定及び支払い方法」の「①設計及び工事業務のサービスの対価」のうち、「ア施設費」における調査・設計費及び工事費に相当する金額並びに当該額に係る消費税等相当額の合計額の１０分の１に達するまで、四国地方整備局は、当該保証の額の増額を請求することができるものとし、事業者は、保証の額の減額を請求することができるものとする。ただし、保証の額の変更に伴う経費は事業者が負担するものとする。
	５ 契約保証金は、本施設の設計及び工事業務の履行後、本施設の引渡し日以降速やかに還付するものとする。なお、利息等の付与は行わないものとする。



	第６章  　本施設の維持管理業務
	第１節 総則
	第５３条 事業者は、本施設の引渡し日から開始し事業期間終了日に終了する維持管理期間中、契約関係書類及び次項に規定する維持管理業務仕様書に従い、自己の費用及び責任で、本施設を所定の機能及び性能が正常に発揮される状態に維持し、電線共同溝利用者が本施設を適切に利用できるサービスの質及び水準を保持することを目的として、本施設の維持管理業務を行わなければならない。
	２ 事業者は、契約関係書類に基づき、四国地方整備局と協議し、四国地方整備局の承諾を得た上で、事業者による本施設の維持管理業務の仕様を定める維持管理業務仕様書を作成しなければならない。事業者は、四国地方整備局と協議し、四国地方整備局の承諾を得た上で維持管理業務仕様書の内容を変更することができるものとする。
	３ 事業者は、維持管理期間中、維持管理業務の遂行に必要な範囲で、国が所有する本施設を無償で使用することができる。

	第５４条 事業者は、事前の四国地方整備局への書面による承諾を得た上で、本施設の維持管理業務の全部又は一部を第三者に委託することができる。（ただし、事業者が単独企業の場合は、本施設の維持管理業務の全部、又は主たる部分を第三者に委託することはできない。）
	２ 事業者は、前項の規定に基づく委託を行う場合、当該業務委託に係る契約締結予定日の14日前までに、四国地方整備局に対し、当該第三者の氏名又は商号及び住所等の必要な事項を記載した書面により通知するとともに、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを四国地方整備局に速やかに提出し、四国地方整備局の承認を得なければならない。また、当該契約書の主たる内容を変更しようとするときも同様とする。
	３ 事業者は、第１項の規定に基づく受託者の使用について、全ての責任を負わなければならない。
	４ 第１項の規定による委託に係る受託者の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。

	第５５条 事業者は、契約関係書類及び維持管理業務仕様書に従い、翌事業年度の事業者による本施設の維持管理業務について、業務実施体制、業務実施工程等の維持管理業務の実施のために必要な事項を記載した維持管理業務計画書を、毎年、当該事業年度の前年度の２月末日（最初の業務実施年度に係る維持管理業務計画書については各施設を四国地方整備局へ引渡す予定日の１ヶ月前の日）までに四国地方整備局に提出し、承諾を得なければならない。
	第５６条 事業者は、本施設の維持管理業務に関する本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得及び届出を自己の責任及び費用において行わなければならない。
	２ 四国地方整備局は、事業者の要請があった場合、前項の事業者の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
	３ 事業者は、本施設の維持管理業務に関する四国地方整備局の許認可の取得及び届出のために必要な協力を四国地方整備局に求められた場合には、業務上の著しい負担及び過大な費用が発生しない限り、これに応じるものとする。
	４ 事業者は、前項に定める場合を除き、本事業を実施するために必要な許認可の取得又は維持に関する責任及び損害（許認可取得の遅延から生じる増加費用を含む。）を負担する。

	第５７条 事業者は、本施設の維持管理業務開始予定日までに本施設の維持管理業務の実施のために、自らの責任及び費用負担において必要な一切の準備を完了し、かつ、四国地方整備局に対しその旨を報告しなければならない。
	２ 四国地方整備局は、前項の規定による報告を受けたときは、事業者の業務実施体制を確認し、事業者は、その確認に協力するものとする。四国地方整備局は、当該確認の結果、事業者により維持管理業務仕様書及び維持管理業務計画書に従った業務実施体制が整備されていない場合、事業者に対しその是正を求めることができるものとする。

	第５８条 四国地方整備局及び事業者は、本施設の維持管理業務の開始が、業務開始予定日よりも遅延した場合、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより責任を負うものとする。
	(１) 四国地方整備局の責めに帰すべき事由による場合　遅延日数に応じて、事業者が実際に負担した追加的経費の額から事業者が出費を免れた経費の額を控除して得られる金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を四国地方整備局が事業者に対して支払うこと。
	(２) 事業者の責めに帰すべき事由による場合　維持管理業務期間の初年度のサービスの対価の年額について、遅延日数に応じて、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和２４年法律第２５６号)第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)による金額を日割り計算した遅延損害金を事業者が四国地方整備局に対して支払うこと。ただし、四国地方整備局が被った合理的な範囲の損害のうち、遅延損害金により回復されない部分があるときは、四国地方整備局は、事業者に対して、当該...
	(３) 不可抗力又は法令変更による場合　遅延日数に応じて、事業者が実際に負担した追加的経費の額から事業者が出費を免れた経費の額を控除して得られる金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を四国地方整備局が事業者に対して支払うこと。
	３ 四国地方整備局が事業者に対し維持管理業務開始に係る遅延期間につき支払うべき金額は、前項に規定する金額に限られ、別途サービスの対価の支払いは行わないものとする。ただし、設計及び工事業務のサービスの対価はこの限りではない。

	第５９条 事業者は、本施設の維持管理業務に関して必要な近隣対応及び対策を自己の費用及び責任で実施しなければならない。
	２ 四国地方整備局は、事業者からの要請がある場合、前項に規定する事業者による近隣対応及び対策に対し必要な協力を行うものとする。

	第６０条 事業者は、本施設の維持管理業務期間中、本施設の予防保全に努めるとともに、補修等必要な対応を行うものとする。
	２ 事業者は、補修及び対応に関する費用負担について、四国地方整備局と協議すること。


	第２節 維持管理業務のモニタリング
	第６１条 事業者は、契約関係書類に従って、本施設の維持管理業務期間中、毎月５営業日目までに当該月の前月の業務に係る業務報告書（第２項に規定する事故等が発生し、又は苦情、要望等があった場合の書を含む。以下「通常業務報告書」という。）を四国地方整備局に提出しなければならない。ただし、当該日が休日の場合には、その翌日以後で休日に当たらない最初の日とする。
	２ 事業者は、維持管理業務期間中、維持管理業務に関して緊急の対応が必要な事故、事件等のトラブルが発生した場合、又は電線共同溝利用者からの苦情、要望等があった場合には、速やかに当該事故等の内容、それに対する対応策及び当該事故等に関する状況を記載した業務報告書（以下「随時業務報告書」という。）を四国地方整備局に提出しなければならない。
	３ 事業者は、前２項の他、本施設の維持管理業務期間中、毎事業年度の維持管理業務に係る業務年報を作成し、毎事業年度の最終日から起算して５営業日目までに四国地方整備局に提出しなければならない。ただし、当該日が休日の場合には、その翌日以後で休日に当たらない最初の日とする。

	第６２条 四国地方整備局は、自己の費用で本施設の維持管理業務の状況を確認し、事業者による本施設の維持管理業務が契約関係書類及び維持管理業務仕様書（以下「要求サービス水準」という。）に適合しているかを確認するために、次のとおりモニタリングを実施する。ただし、事業者に発生する費用は、事業者が負担するものとする。
	(１) 定期モニタリング　四国地方整備局が、事業者から提出される通常業務報告書及び業務年報（以下、「通常業務報告書等」という。）を確認するほか、現地巡回、業務監視、事業者への説明要求等により業務遂行状況を把握し、通常業務報告書等及び確認結果報告書等の記載事項の事実の検証を行う。
	(２) 随時モニタリング　四国地方整備局が必要と認めたときに事業者に提出を求める随時業務報告書を確認するほか、前号と同様の内容のモニタリングを随時行う。
	２ 四国地方整備局は、前項のモニタリングの実施の際に、事業者に事前に通知することにより、本施設の維持管理業務の状況について、説明及び立会いを要求することができるものとし、事業者は、四国地方整備局からのその要求に対し最大限協力するものとする。
	３ 四国地方整備局は、第１項に規定するモニタリングの結果に基づき、事業者による業務の実施状況の良否を判断し、この判断結果を通常業務報告書等又は随時業務報告書を受領した日から起算して５営業日目までに事業者に通知するものとする。
	４ 四国地方整備局は、第１項のモニタリングの結果、事業者による業務の実施状況について、本施設の全部若しくは一部が本来有すべき機能にて利用できない状況にあると認められる場合又は要求サービス水準に適合していないと認められる場合には、事業者に対し別紙４に記載する「業績等の監視及び改善要求措置要領」に基づき、ペナルティを課すことができるものとする。


	第３節 業務の変更等
	第６３条 四国地方整備局及び事業者は、四国地方整備局が事業者に対して維持管理業務の内容の変更を請求した場合、協議により当該変更の当否を決定するものとする。この場合において、当該協議が不調に終わったときは、四国地方整備局が、当該変更の当否を決定するものとし、事業者は、これに従わなければならない。
	２ 四国地方整備局及び事業者は、事業者が不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により、四国地方整備局に対して維持管理業務の内容の変更を請求した場合、協議により当該変更の当否を決定するものとする。この場合において、当該協議が不調に終わったときは、四国地方整備局が、当該変更の当否を決定するものとし、事業者は、これに従わなければならない。
	３ 前２項に規定する維持管理業務内容の変更により維持管理業務に係る費用が増減する場合、四国地方整備局及び事業者は、協議により合理的な範囲内で当該費用の増減分及び当該額に係る消費税等相当額の合計額をサービスの対価から変更することができるものとする。この場合において、当該協議が不調に終わり、四国地方整備局の責めに帰すべき事由による業務内容の変更に起因して維持管理業務に係る費用が増加するときは、四国地方整備局は当該増加費用及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を負担するものとし、減少するときはサービスの...
	４ 前項に規定する四国地方整備局の責めに帰すべき事由による業務内容の変更等及び当該変更に伴う費用の増減については、第９１条第１項の規定により設置する関係者協議会で協議し、決定するものとする。

	第６４条 四国地方整備局は、必要があると認める場合、事業者に対し維持管理業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
	２ 前項の場合において、四国地方整備局が、必要があると認めるときは、維持管理業務の内容を変更することができる。四国地方整備局は、事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、維持管理業務の一時中止に伴う増加費用及び事業者に生じた損害額並びに当該額に係る消費税等相当額の合計額を負担するものとする。


	第４節 損害の発生等
	第６５条 事業者は、本施設の維持管理業務に関し、事業者の責めに帰すべき事由により、四国地方整備局又は第三者に損害を与えた場合、四国地方整備局又は第三者が被った損害を賠償するものとする。
	２ 前項で規定された第三者の損害に関して四国地方整備局が当該第三者に対して金銭を支払った場合には、事業者は、当該金銭に相当する金額を四国地方整備局に対して補償するものとする。
	３ 事業者が本事業に関して四国地方整備局の責めに帰すべき事由により第三者が被った損害を賠償する法令等上の義務を負った場合には、四国地方整備局は、事業者が当該賠償義務を負ったことにより事業者に生じた合理的な増加費用を負担するものとする。

	第６６条 事業者は、前条に定める損害賠償に係る事業者の負担に備えるため、本施設の維持管理業務期間中、別紙３に記載する「事業者が付す保険等」のうち、維持管理業務の履行に係る第三者賠償責任保険又はこれに相当する保険に加入する等、自己の費用で適切な損害賠償保険に加入しなければならない。
	２ 第５４条第１項の規定により本施設の維持管理業務を第三者に委託する場合は、事業者が適切な損害賠償に加入、又は受託者を当該保険に加入させなければならない。
	３ 事業者は、前２項に規定する保険に係る契約書及び保険証書の写しを当該保険の契約締結後、速やかに四国地方整備局に提出しなければならない。
	４ 事業者は、第１項に係る保険金請求権について、本事業のために融資を行う銀行その他の金融機関（以下「金融機関等」という。）のために、事前に四国地方整備局の書面による承諾を得た上で質権等の担保権を設定する場合を除き、担保権を設定してはならない。


	第５節 維持管理業務の契約保証
	第６７条 事業者は、本施設の維持管理業務の契約保証として、維持管理期間の開始日までに、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。この場合において、付された保証が第３号又は第４号のいずれかのときにあっては、事業者が別途定める保証又は履行保証保険契約を締結した後若しくは維持管理業務の受託者をして別途定める保証又は履行保証保険契約を締結した後、直ちにその保証証券を四国地方整備局に寄託しなければならない。
	(１) 契約保証金の納付
	(２) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
	(３) 本施設の維持管理業務に係る債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は四国地方整備局が確実と認める金融機関等の保証
	(４) 本施設の維持管理業務に係る債務の不履行により生ずる損害をする履行保証保険契約の締結
	２ 前項の保証に係る契約保証金の額は、維持管理業務の各事業年度のサービスの対価の金額（消費税等相当額を含む）の１０分の１以上としなければならない。
	３ 第１項の規定により、事業者が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４号に掲げる保証保険契約を締結したときは、契約保証金の納付を免除するものとする。
	４ 四国地方整備局は、契約金額の変更があった場合、第１項に規定する保証の額が変更後の維持管理業務の各事業年度のサービスの対価の金額（消費税等相当額を含む）の１０分の１に達するまで、当該保証の額の増額を請求することができるものとし、事業者は、保証の額の減額を請求することができるものとする。ただし、保証の額の変更に伴う経費は事業者が負担するものとする。
	５ 契約保証金は、本施設の維持管理業務の事業期間終了後速やかに還付するものとする。なお、利息等の付与は行わないものとする。



	第７章  　サービスの対価の支払い
	第６８条 四国地方整備局は、事業者が本契約に従い提供するサービスを四国地方整備局が購入する対価として、別紙５に記載する「PFI事業費の算定及び支払い方法」に従い、事業者に対してサービスの対価を支払うものとする。
	２ 四国地方整備局によるサービスの対価の構成、支払金額、支払スケジュール及び支払い方法は、別紙５に記載する「PFI事業費の算定及び支払い方法」に定めるとおりとする。

	第６９条 サービスの対価の改定方法は、別紙５に記載する「PFI事業費の算定及び支払い方法」のとおりとする。
	第７０条 四国地方整備局は、事業者が提供するサービスが、第６２条第１項に規定する本施設の維持管理業務に対するモニタリングの結果、要求サービス水準に適合しない業務（以下「不適合業務」という。）として認められ、四国地方整備局から事業者に対して改善勧告がなされたにもかかわらず、改善のために相当な期間経過後も改善がなされなかった場合には、別紙４に記載する「業績等の監視及び改善要求措置要領」に基づき、維持管理業務に係る該当する業務のサービスの対価を減額することができるものとする。
	第７１条 四国地方整備局は、事業者から提出された通常業務報告書等又は四国地方整備局への支払請求書等に虚偽の記載があること、若しくはモニタリングに際して事業者の行う説明の重要な点において真実との不一致があること（以下「不実等」という。）が判明した場合には、当該不実等がなければ四国地方整備局が本来支払う必要のない維持管理業務のサービスの対価の相当額について、サービスの対価の支払いを行わないものとする。
	２ 事業者は、前項の不実等により受領した過払いのサービスの対価の相当額又は不実等がなければ事業者が減額し得たサービスの対価の相当額に、当該不実等が行われた日からの日数に応じて、支払遅延防止法の率による金額を日割り計算した遅延損害金を付して四国地方整備局に返還しなければならない。


	第８章  　事業者の経営状況の報告等
	第７２条 事業者は、事業期間中、毎事業年度の財務書類（決算報告書及び監査報告書等）を作成し、毎会計年度の最終日から起算して３か月以内に、公認会計士又は監査能力のある第三者の会計監査を受けた上で、監査済財務書類の写しを四国地方整備局に提出し、四国地方整備局に監査報告を行わなければならない。
	第７３条 四国地方整備局は、前条の規定により提出された財務書類による財務状況の確認により、必要があると認められる場合、事業者に対し財務状況の改善を勧告できるものとする。
	２ 事業者は、前項の規定により勧告がなされた場合、速やかに財務状況改善計画書を四国地方整備局に提出し、その確認を受け、当該改善計画を適切に実行しなければならない。


	第９章  　契約期間及び契約の終了
	第７４条 本契約の有効期間は、本契約締結日から平成４４年３月３１日までとする。ただし、事業期間終了日経過時において未履行である四国地方整備局又は事業者の本契約上の義務及びそれに起因して事業期間終了日の経過後に発生した義務は、その履行が完了するまで法的拘束力を有するものとする。
	第７５条 四国地方整備局は、理由の如何を問わず本契約が終了したときは、本契約の終了した日から１０日以内に、本施設の現況を確認することができる。この場合において、本施設に事業者の責めに帰すべき事由による損傷等が認められたときには、四国地方整備局は事業者に対してその修補を請求することができる。
	２ 事業者は、前項の請求を受けた場合は、自らの費用と責任において速やかに修補を行うとともに当該修補の完了後に速やかにその旨を四国地方整備局に通知しなければならない。この場合において、四国地方整備局は、当該通知を受領した日から１０日以内に修補の完了の検査を行う。
	３ 事業者は、理由の如何を問わず本契約が終了したときは、本施設に、事業者が所有し、又は管理する材料、器具、仮設物その他の物件がある場合には、当該物件等を直ちに撤去するとともに原状回復を行い、四国地方整備局の確認を受けなければならない。
	４ 四国地方整備局は、前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件等の撤去をせず、又は原状回復を行わないときには、四国地方整備局が事業者に代わって当該物件等の処分又は原状回復を行うことができる。この場合において、事業者は、四国地方整備局の処分又は原状回復について異議を申し出ることはできず、四国地方整備局の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
	５ 事業者は、理由の如何を問わず本契約が終了した場合には、四国地方整備局が継続的に維持管理業務を行うことができるように、四国地方整備局又は四国地方整備局の指示する者に、本施設の維持管理業務に係る必要事項を四国地方整備局に説明し、事業者が使用した維持管理業務に関する操作要領、申し送り事項その他の関係資料を四国地方整備局に提供する等、本施設の維持管理業務の引き継ぎに必要な協力を行わなければならない。
	６ 本契約終了時の手続に関する諸費用及び事業者の清算に必要な費用等は、第７７条又は第７８条に係る本契約終了の場合を除き、すべて事業者が負担する。
	７ 事業者は、契約解除の通知の日から本契約の解除に伴う引渡しまで又は前５項による維持管理業務の引継ぎ完了のときまで、本施設の出来形部分又は本施設について必要な維持保全に努めなければならない。

	第７６条 四国地方整備局は、本施設の引渡しの前に、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、事業者に対し書面で通知することにより、本契約の全部を解除して終了させ、又は解除せずに事業者の契約上の地位を四国地方整備局が選定した第三者に移転させることができるものとする。
	(１) 事業者が業務開始予定日を経過したにもかかわらず、設計又は工事業務に着手せず、四国地方整備局が相当の期間を定めて催告しても着手しないことについて、事業者から四国地方整備局が納得できる程度の合理的な説明がなされないとき。
	(２) 事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡し予定日に、本契約に従って本施設の引渡しがなされないとき。ただし、四国地方整備局及び事業者の合意により引渡し予定日が変更された場合は、この限りでない。
	(３) 前２号に定めるほか、事業者が本契約に違反し、四国地方整備局が相当の期間を定めて催告しても、その違反の状態が解消されず、かつ、当該違反により本事業の目的が達成できないと認められるとき。
	２ 四国地方整備局は、本施設の引渡しの後に、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合、事業者に対し書面で通知することにより、別紙４に記載する「業績等の監視及び改善要求措置要領」に基づき、本契約の全部を解除して終了させ、又は解除せずに事業者の契約上の地位を四国地方整備局が選定した第三者に移転させることができるものとする。
	(１) 事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の運用開始予定日までに開業できないとき又はその見込みがないことが明らかになったとき。ただし、四国地方整備局及び事業者の合意により運用開始予定日が変更された場合は、この限りでない。
	(２) 事業者が提供するサービスが、第６２条第１項に規定する本施設の維持管理業務に対するモニタリングの結果、第７０条に規定する不適合業務として認められ、別紙４に記載する「業績等の監視及び改善要求措置要領」に基づき、四国地方整備局から事業者に対して改善勧告がなされたにもかかわらず、改善のために相当な期間経過後も改善がなされず、かつ、当該不適合な状態により本事業の目的の達成が不可能であると認められたとき。
	(３) 事業者が提供するサービスが、第６２条第１項に規定する本施設の維持管理業務に対するモニタリングの結果、事業者の責めに帰すべき事由により、連続して３０日以上又は１年間のうち１００日以上、要求サービス水準を満たしていないと認められる状況が存在したとき。

	３ 四国地方整備局は、本施設の引渡しの前後を問わず、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合、書面により事業者に通知することにより、本契約の全部を解除して終了させることができるものとする。
	(１) 本施設が利用できない等、事業者による本事業の放棄と認められる状況が、３０日以上継続したとき。
	(２) 事業者が、破産、会社更生、民事再生、特別清算及び今後制定される倒産に関する法律に基づく手続その他これらに類する法的倒産手続について、事業者の取締役会等でその申立てを決議したとき又は事業者の取締役等を含む第三者によってその申立てがなされたとき。
	(３) 事業者が支払不能又は支払停止となったとき。
	(４) 事業者が故意又は過失により、通常業務報告書等及び随時業務報告書、財務書類、請求書等に著しい虚偽記載を行ったとき。
	(５) 事業者の責めに帰すべき事由により、本契約の履行が困難になったとき。
	(６) 前各号に定めるほか、事業者が本契約に違反し、事業者の責めに帰すべき事由により、本事業の目的の達成が不可能であると認められたとき。

	４ 本契約が、前３項の規定により終了した場合は、四国地方整備局及び事業者は、本契約終了の時期の区分に応じて、次の各号に掲げる処理に従うものとする。
	(１) 当該解除が、本施設の引渡し前になされた場合　次に定める処理
	ア　 事業者は、四国地方整備局に対し、別紙５に記載する「PFI事業費の算定及び支払い方法」の「①設計及び工事業務のサービスの対価」のうち、「ア施設費」における調査・設計費及び工事費に相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額の１０分の１の違約金を直ちに支払うこと。なお、当該違約金の支払いは、四国地方整備局の事業者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
	イ　 四国地方整備局は、本施設の出来形部分並びに関連する設計業務及び工事監理業務の成果を検査して、当該検査に合格した部分の所有権を取得及び保持する。
	ウ　 この場合において、当該出来形部分に相応する代金は、当該価格の決定後一括にて支払うことを原則とするが、四国地方整備局の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、四国地方整備局及び事業者の協議により決定するものとする。
	エ　 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、四国地方整備局が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。

	(２) 当該解除が、本施設の引渡し後になされた場合　次に定める処理
	ア　 事業者は、四国地方整備局に対し、維持管理業務の当該事業年度のサービスの対価の１２分の３に相当する金額の違約金を支払うこと。なお、当該違約金の支払いは、四国地方整備局の事業者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
	イ　 四国地方整備局は、設計及び工事業務のサービスの対価に相当する金額のうち、本契約の解除までに発生する割賦手数料相当額を含む事業者に未払の金額相当額を支払い、本施設をそのまま所有すること。この場合において、当該支払いは、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、四国地方整備局の支払に関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、四国地方整備局及び事業者の協議により決定するものとする。また、四国地方整備局は、本契約の解除までに事業者が実施した本施設の維持管理業務のサ...
	ウ　 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、四国地方整備局が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。この場合において、四国地方整備局による買い取りの対象となる機器等について、修繕が必要であると認められるときは、事業者は、当該修繕に必要な手配を行い、当該修繕費用及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を別途負担すること。



	第７７条 事業者は、四国地方整備局がサービスの対価の支払義務その他の本契約上の重要な義務に違反し、かつ、事業者による催告後１８０日以内に当該違反を是正しない場合、四国地方整備局に対し書面で通知することにより、本契約の全部を解除して、契約を終了することができるものとする。
	２ 四国地方整備局及び事業者は、前項の規定により契約を終了した場合、本契約終了の時期の区分に応じて、次の各号に掲げる処理に従うものとする。
	(１) 当該解除が、本施設の引渡し前になされた場合　次に定める処理
	ア　 四国地方整備局は、出来形部分がある場合は、本施設の出来形部分を検査の上、相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額で、本施設の出来形部分を買い取ること。この場合において、買取代金は、当該価格の決定後一括にて支払うことを原則とするが、四国地方整備局の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、四国地方整備局及び事業者の協議により決定するものとする。
	イ　 四国地方整備局は、アに規定する買取代金のほか、事業者の受託者又は請負人との契約解除により事業者に生じる手数料、違約金、事業者が得られていたはずの契約解除以降３年分の逸失利益、当該買取代金によってはされない費用その他の損失のうち四国地方整備局の不履行と相当な因果関係の範囲にある保険によりされるべき金額を控除した合理的な金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を事業者と協議の上、事業者に支払うこと。この場合において、当該支払いは、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、四国地方整備局...
	ウ　 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、四国地方整備局が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。

	(２) 当該解除が、本施設の引渡し後になされた場合　次に定める処理
	ア　 四国地方整備局は、本施設の所有権を引き続き保有することを前提として、事業者に対し、本施設の設計及び工事業務のサービスの対価のうち、本契約の解除までに発生する割賦手数料相当額を含む事業者に未払いの金額相当額に消費税等相当額を加えた額を支払うこと。この場合において、当該支払いは、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、四国地方整備局の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、四国地方整備局及び事業者の協議により決定するものとする。
	イ　 四国地方整備局は、アに規定する債務のほか、事業者の維持管理業務の受託者の契約解除により事業者に生じる手数料、違約金、事業者が得られていたはずの契約解除以降３年分の逸失利益その他の損失のうち四国地方整備局の不履行と相当な因果関係の範囲にある保険によりされるべき金額を控除した合理的な金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を事業者と協議の上、事業者に支払うこと。この場合において、当該支払いは、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、四国地方整備局の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑...
	ウ　 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、四国地方整備局が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。



	第７８条 四国地方整備局は、本事業の実施の必要が無くなった場合又は本施設の転用が必要となった場合には、事業者に対し１８０日以上前に書面で通知することにより、本契約の全部を解除して終了させることができるものとする。
	２ 四国地方整備局及び事業者は、本契約が、前項の規定により終了した場合、前条第２項を準用して適切に処理するものとする。

	第７９条 法令変更又は不可抗力により、本事業の実施の継続が著しく困難若しくは不可能なとき又は本事業の実施に過大な費用を要すると認められる場合で四国地方整備局及び事業者との間の協議が整わないときは、四国地方整備局は、本契約の全部を解除して終了させることができるものとする。
	２ 前項の規定により本契約の全部が終了する場合には、四国地方整備局及び事業者は、次の各号に掲げる本契約終了の時期の区分に応じて、当該各号に掲げる処理に従うものとする。
	(１) 当該解除が、本施設の引渡し前になされた場合　次に定める処理
	ア　 四国地方整備局は、出来形部分がある場合には、本施設の出来形部分を検査の上、保険によりされるべき金額を控除した相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額で、本施設の出来形部分を買い取ること。この場合において、買取代金は、当該価格の決定後一括にて支払うことを原則とするが、四国地方整備局の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、四国地方整備局及び事業者の協議により決定するものとする。
	イ　 四国地方整備局は、アに規定する買取代金のほか、事業者の受託者又は請負人との契約解除により事業者に生じる手数料、違約金、当該買取代金によってはされず、かつ、事業者に係る逸失利益を含まない費用及び当該額に係る消費税等相当額の合計額のうち、当該法令変更、不可抗力等との相当な因果関係の範囲にある保険によりされるべき金額を控除した合理的な金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額について、事業者と協議の上、事業者に支払うこと。この場合において、当該支払いは、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とす...
	ウ　 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、四国地方整備局が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。

	(２) 当該解除が、本施設の引渡し後になされた場合　次に定める処理
	ア　 四国地方整備局は、本施設を引き続き保有又は所有権を留保することとして、事業者に対し本施設の設計及び工事業務のサービスの対価のうち、事業者に本契約の解除までに発生する割賦手数料相当額を含む未払の金額相当額を支払うこと。この場合において、当該支払いは、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、四国地方整備局の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、四国地方整備局及び事業者との協議により決定するものとする。
	イ　 四国地方整備局は、アに規定する債務のほか、事業者の維持管理業務の受託者又は請負人との契約解除により事業者に生じる手数料、違約金、当該買取代金によりされない事業者に係る逸失利益を含まない費用及び当該額に係る消費税等相当額の合計額のうち、当該法令変更、不可抗力等と相当な因果関係の範囲にある保険によりされるべき金額を控除した合理的な金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額について、事業者と協議の上、事業者に支払うこと。この場合において、当該支払いは、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とする...
	ウ　 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、四国地方整備局が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。



	第８０条 事業者は、契約解除の通知の日から本契約の解除に伴う引渡しまで又はによる法令変更又は不可抗力により、本事業の実施の継続が著しく困難若しくは不可能なとき又は本事業の実施に過大な費用を要すると認められる場合で四国地方整備局及び事業者との間の協議が整わないときは、四国地方整備局は、本契約の全部を解除して終了させることができるものとする。

	第１０章  法令変更
	第８１条 事業者は、法令変更により、次の各号のいずれかに該当し、又は、該当するおそれがあると認められる場合は、速やかにその内容の詳細を記載した書面により四国地方整備局に対し通知しなければならない。
	(１) 契約関係書類に従って本事業の工事業務を実施できなくなった場合又はその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場合
	(２) 契約関係書類又は維持管理業務仕様書に従って本施設の維持管理業務を実施できなくなった場合、若しくはその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場合
	２ 四国地方整備局及び事業者は、前項に規定する通知がなされた時点以降、本契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合は、履行期日における義務が当該適用法令に違反する限りにおいて、その履行義務を免れるものとする。この場合において、四国地方整備局又は事業者は、相手方に生じる損害を最小限に抑えるよう努力しなければならない。

	第８２条 四国地方整備局は、事業者から前条第１項の規定による通知を受領したときは、直ちに、調査を行い、当該通知の内容が事実と合致しているか否かについて確認した上で、当該法令変更に対応するために、速やかに本契約及び設計図書等の変更並びに必要な追加費用の負担について、事業者と協議するものとする。
	２ 前項の協議にかかわらず、新設又は改廃された法令の施行の日から３０日以内に本契約等の変更及び必要な追加費用の負担についての合意が成立しない場合には、四国地方整備局は、その対応方法を決定し、事業者に通知するものとし、事業者はこれに従わなければならない。
	３ 前項により四国地方整備局が決定した対応方法による追加費用については、当該法令変更が本事業に直接関連する租税に係る法令以外の法令変更、消費税等に関する法令変更の場合は、四国地方整備局が負担するものとする。
	４ 四国地方整備局は、法令等の変更等により本事業に係る事業者の費用が減少すると合理的に見込まれる場合には、合理的な金額の範囲内で事業費を減額することができる。
	５ 四国地方整備局は、法令等の変更等により本施設の引渡しの遅延が避けられない場合には、事業者と協議の上、引渡予定日を変更するものとする。


	第１１章  公租公課
	第８３条 本契約に関連して生じる公租公課は、本契約に別段の定めがある場合を除き、全て事業者の負担とし、四国地方整備局は、本契約の定めに従いサービスの対価を支払うほか、本契約に関連して生じる公租公課を別途負担しないものとする。

	第１２章 臨機の措置
	第８４条 事業者は、災害防止等のために必要があると認められるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合、必要があると認めるときは、事業者は、あらかじめ四国地方整備局の意見を聴かなければならない。ただし、緊急でやむを得ない事情があるときは、この限りではない。
	２ 前項の場合において、事業者は、そのとった措置の内容を四国地方整備局に直ちに報告しなければならない。
	３ 四国地方整備局は、災害防止その他本事業に関連して特に必要があると認められるときは、事業者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
	４ 事業者が第１項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、事業者が事業費の範囲において負担することが明らかに適当でないと認められる部分については、四国地方整備局が負担する。


	第１３章  不可抗力
	第８５条 事業者は、不可抗力により、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認められる場合は、その内容の詳細を記載した書面により四国地方整備局に対し通知しなければならない。
	(１) 契約関係書類に従って本事業の工事業務を実施できなくなった場合又はその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場合
	(２) 契約関係書類又は維持管理業務仕様書に従って本施設の維持管理業務を実施できなくなった場合、若しくはその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場合
	２ 四国地方整備局及び事業者は、不可抗力により履行できなくなった義務を免れるものとする。この場合において、四国地方整備局又は事業者は、相手方に生じる損害を最小限に抑えるよう努力しなければならない。

	第８６条 四国地方整備局は、事業者から前条第１項の規定による通知を受領したときは、直ちに調査を行い、当該通知の内容が事実と合致しているか否かについて確認した上で、当該状況に対応するために、速やかに本契約及び設計図書等の変更並びに修繕及び必要な追加費用等の負担（以下「対応策等」という。）について、事業者と協議するものとする。
	２ 前項の協議にかかわらず、協議を開始した日から１４日以内に対応策等についての合意が成立しない場合には、四国地方整備局は、対応策等を決定して事業者に通知するものとし、事業者は、これに従わなければならない。
	３ 前項により四国地方整備局が決定した対応策等の費用負担は次の各号のとおりとする。
	(１) 本施設の引渡し前においては、当該費用のうち、第三者による損害賠償、保険又は政府による支援等によりされなかった費用のうち、別紙５に記載する「PFI事業費の算定及び支払い方法」の「①設計及び工事業務のサービスの対価」のうち、「ア施設費」における調査・設計費及び工事費に相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額の１００分の１相当額に至るまでの費用は、事業者が負担するものとし、残額を四国地方整備局の負担とすること。
	(２) 本施設の引渡し後においては、当該費用のうち、第三者による損害賠償、保険又は政府による支援等によりされなかった費用のうち、別紙５に記載する「PFI事業費の算定及び支払い方法」の「②維持管理業務のサービスの対価」のうち、各事業年度の「ウ維持管理費」に相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額の１００分の１相当額に至るまでの費用は、事業者が負担するものとし、残額を四国地方整備局の負担とすること。この場合において、同一事業年度内に数回にわたる負担が必要となったときには、事業者は、維持管理費...
	(３) 前２号の規定にかかわらず、事業者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより当該費用が発生した場合及び事業者が付保義務のある保険の購入又は維持を怠ったことにより当該費用が保険によりされない場合は、当該費用全額を事業者が負担しなければならない。

	４ 四国地方整備局は、不可抗力により本事業に係る事業者の費用が減少すると合理的に見込まれる場合には、合理的な金額の範囲内で事業費を減額することができる。

	第８７条 四国地方整備局及び事業者は協力して、前条第１項による対応策等が決定されるまでの間、不可抗力による本事業への影響を早期に除去し、損害を最小限に抑えるよう、適切な対応を行わなければならない。

	第１４章  監視職員
	第８８条 四国地方整備局は、監視職員を置いたときは、その日から１４日以内に、その氏名を事業者に通知するものとする。また、監視職員を変更したときも変更した日から１４日以内に、その氏名を事業者に通知するものとする。
	２ 監視職員は、本契約の他の条項に定めるもの及び本契約に基づく四国地方整備局の権限とされる事項のうち、四国地方整備局が必要と認めて監視職員に委任する次の各号に掲げる権限を有するものとする。
	(１) 本事業の適正かつ確実な実施についての事業者に対する請求、勧告、通知、承諾、確認、指示又は協議
	(２) 事業者により提供される本事業の実施にかかる要求水準の達成状況の監視
	(３) 本契約の義務の履行に係る本事業の実施状況の監視
	(４) 事業者の財務状況及び選定企業等との契約内容の監視
	(５) 事業者が作成及び提出した資料の確認

	３ 四国地方整備局は、２人以上の監視職員を置き、前項に掲げる権限を分担させた場合には、それぞれの監視職員の有する権限の内容を事業者に通知するものとする。また、本契約に基づく四国地方整備局の権限の一部を監視職員に委任した場合には、当該委任した権限の内容を事業者に通知するものとする。
	４ 第２項の規定に基づく監視職員の請求、勧告、通知、確認、承諾、指示又は協議は、原則として書面により行わなければならないものとする。
	５ 四国地方整備局が監視職員を置いた場合には、本契約に定める四国地方整備局に対する請求、通知、報告、申出等は、監視職員を経由して行うものとする。この場合において、監視職員に請求、通知、報告、申出等が到達した日をもって四国地方整備局に到達したものとみなす。
	６ 四国地方整備局が監視職員を置かない場合には、本契約に定める監視職員の権限は、四国地方整備局に帰属するものとする。


	第１５章 事業者の総括代理人
	第８９条 事業者は、総括代理人を置くものとし、その氏名その他必要な事項を直ちに四国地方整備局に通知しなければならない。総括代理人を変更したときも同様とする。
	２ 総括代理人は、本契約の履行に関し、次の各号に掲げる権限を除く、本契約に基づく事業者の一切の権限を行使することができるものとする。
	(１) 契約金額の変更
	(２) 契約金額の請求及び受領
	(３) 第９０条第１項の請求の受理
	(４) 第９０条第２項の決定及び通知
	(５) 契約の解除

	３ 事業者は、本契約に定める請求、通知、報告、申出、確認及び解除を、総括代理人を経由して行い、四国地方整備局は、本契約に定める請求、通知、報告、申出、確認及び承諾等を、総括代理人を経由して行う。

	第９０条 四国地方整備局は、総括代理人がその職務の執行につき、本事業の適正かつ確実な実施を確保するために著しく不適当と認められる場合には、事業者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
	２ 事業者は、前項の請求があった場合には、当該請求に係る事項について決定し、その結果について請求を受けた日から７日以内に四国地方整備局に通知しなければならない。
	３ 事業者は、監視職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められる場合には、四国地方整備局に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
	４ 四国地方整備局は、前項の請求があった場合には、当該請求に係る事項について決定し、その結果について請求を受けた日から７日以内に事業者に通知しなければならない。


	第１６章 関係者協議会
	第９１条 四国地方整備局及び事業者は、本事業に関する協議を行うために、関係者協議会を設置する。
	２ 四国地方整備局及び事業者は、本契約の締結後、速やかに、関係者協議会の組織及び運営に必要な事項を定めるものとする。
	３ 四国地方整備局は、必要に応じて関係者協議会を招集するものとする。
	４ 事業者は、必要があると判断したときは、四国地方整備局に対し関係者協議会の招集を請求することができる。

	第９２条 関係者協議会は、四国地方整備局及び事業者の代表者各３名程度により構成されるものとする。ただし、四国地方整備局及び事業者は、関係者協議会における協議により、構成員数を変更することができるものとする。
	２ 四国地方整備局及び事業者は、必要に応じて職員、役員、従業員及びその他の者を関係者協議会に出席させることができるものとする。
	３ 四国地方整備局及び事業者が必要と判断した場合には、関係者協議会の構成員は、各自が第三者を関係者協議会に招致し、関係者協議会の意思決定に際して、その第三者の意見を聴取することができるものとする。


	第１７章  表明保証及び誓約
	第９３条 事業者は、四国地方整備局に対して、本契約の締結日現在において、次の各号に掲げる事実を表明し、それらがいずれも真実かつ正確であることを保証する。
	(１) 事業者は、日本法の下で適法に設立され、有効に存続する株式会社であり、本契約を締結し、本契約に基づく義務を履行するために必要な権利能力及び行為能力を有していること。
	(２) 事業者による本契約の締結及び履行に関して、事業者に対し適用のある法令等、事業者の定款その他の社内規則上必要とされる事業者の一切の手続きが有効に履践されており、これらの手続に関する違反がないこと。
	(３) 事業者の定款の目的が、本事業の遂行に限定されていること。
	(４) 事業者による本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行が、事業者に適用のある法令等に違反せず、又は事業者が当事者であり若しくは事業者が拘束される契約その他の合意に反しないこと。
	(５) 本契約上の事業者の義務は、適法、有効かつ法的に拘束力のある事業者の義務であり、かつ本契約の各規定に従って事業者に対して執行可能であること。
	２ 事業者は、四国地方整備局の事前の承諾なくして、定款の変更、重要な資産の譲渡、解散、合併、事業譲渡・譲受、会社分割、株式交換、株式移転又は組織変更を行わないこと、基本協定書に基づいて構成員が四国地方整備局に提出した出資者誓約書の内容に虚偽のないこと及び事業者の代表者、取締役その他の役員又は商号に変更があった場合には、直ちに四国地方整備局に対して通知することを誓約する。

	第９４条 四国地方整備局は、事業者に対して、本契約の締結日現在において、次の各号に掲げる事実を表明し、それらがいずれも真実かつ正確であることを保証する。
	(１) 四国地方整備局は本契約を締結し、本契約に基づく義務を履行するために必要な権利能力及び行為能力を有していること。
	(２) 四国地方整備局による本契約の締結及びその履行に関して、四国地方整備局に対し適用のある法令等及び四国地方整備局の内規上必要とされる一切の手続が有効に履践されており、これらの手続に関する違反がないこと。
	(３) 四国地方整備局による本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行が、四国地方整備局に適用のある法令等に違反せず、又は四国地方整備局が当事者であり若しくは四国地方整備局が拘束される契約その他の合意に反しないこと。
	(４) 本契約上の四国地方整備局の義務は、適法、有効かつ法的に拘束力のある四国地方整備局の義務であり、かつ本契約の各規定に従って四国地方整備局に対して執行可能であること。


	第１８章  その他
	第９５条 事業者は、事前に四国地方整備局の書面による承諾がある場合を除き、本契約上の地位及び権利義務を第三者に譲渡若しくは継承し、又は担保に供するその他の処分をしてはならない。ただし、法令等に反しない範囲で、事業者が金融機関等に対して担保権を設定する場合は、四国地方整備局は、不合理に書面による承諾を留保し、拒絶し、又は遅延してはならない。
	第９６条 事業者は、事前の四国地方整備局の書面による承諾がある場合を除き、株式の譲渡を承認してはならず、かつ、株式を第三者に譲渡してはならない。さらに、事業者は事前の四国地方整備局の書面による承諾がある場合を除き、本契約締結日現在の出資者以外の者に対して新株、新株予約権、新株予約権付社債その他事業者の株主構成割合に変更をもたらす可能性のある証券の割り当てを行ってはならず、かつ、事業者の新株引受権を出資者以外の者に対して与えてはならない。
	第９７条 事業者は、事前の四国地方整備局の書面による承諾がある場合を除き、事業者の所有する設備、機器等を譲渡し、又はこれに担保権を設定してはならない。ただし、法令等に反しない範囲で、事業者が金融機関等に対して担保権を設定する場合、四国地方整備局は、不合理に書面による承諾を留保し、拒絶し、又は遅延してはならない。
	第９８条 四国地方整備局及び事業者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密及び事業者が本事業の実施を通じて知り得た情報を第三者に漏らしてはならず、かつ、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、四国地方整備局及び事業者が認めた場合、若しくは四国地方整備局又は事業者が、法令等又は監督官庁からの要請に基づき開示する場合は、この限りでない。
	第９９条 事業者は、四国地方整備局に対し、本施設の維持管理・運営、広報等に必要な範囲において、成果物（設計図書その他の事業者が本契約又は四国地方整備局の請求により四国地方整備局に提出した一切の書面、写真、映像等をいう。本条において同じ。）を四国地方整備局が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正を行うこと又は四国地方整備局の委託した第三者に複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正を行わせることを許諾する。
	２ 事業者は、四国地方整備局に対し、本施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現するために、本施設の撮影等を許諾する。
	３ 事業者は、四国地方整備局に対し、成果物又は本施設の内容を自由に公表することを許諾する。
	４ 事業者は、次の各号にあげる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、四国地方整備局の承諾を得た場合は、この限りでない。
	(１) 成果物又は本施設の内容を公表すること。
	(２) 本施設に事業者の実名又は変名を表示すること。

	５ 事業者は、第１項の場合において、著作権法第１９条第１項及び第２０条第１項の権利を行使せず、かつ、役員等に行使させないものとする。
	６ 事業者は、成果物又は本施設に係る著作権法第２章及び第３章に規定する事業者の権利を譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、四国地方整備局の承諾を得た場合は、この限りでない。
	７ 事業者は、本契約の履行に当たり、第三者の有する知的財産権（知的財産基本法（平成１４年法律第１２２号）第２条第２項に規定する知的財産権をいう。次項において同じ。）を侵害するものでないことを、四国地方整備局に対して保証する。
	８ 成果物又は本施設が第三者の有する知的財産権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
	９ 本条の規定は、本契約の終了後もなお効力を有するものとする。
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	第１０１条 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
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	別紙１　 契約金額の内訳
	別紙２　 用語の定義（第１章関係）
	別紙３　  事業者が付す保険等
	別紙４　  業績等の監視及び改善要求措置要領
	別紙５　  PFI事業費の算定及び支払い方法
	別紙６　  不可抗力による費用分担
	別紙７　  再計算の利息の算定にかかる「割賦利率」



